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青
野
総
務
部
長
本
日
は
、
お
忙
し
い
中
を
全
国
裁
判

所
書
記
官
協
議
会
の
た
め
に
時
間
を
割
い
て
い
た
だ
き
ま

し
て
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
た
だ
今
か
ら
、
総
務
局
、

人
事
局
の
各
課
長
？
制
度
調
査
室
長
へ
参
事
官
を
囲
む
座

談
会
を
始
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

初
め
に
、
当
協
議
会
の
櫻
井
会
長
が
ご
あ
い
さ
つ
を
申

し
上
げ
ま
す
。

櫻
井
公
玄
長
総
務
局
及
び
人
事
局
の
課
長
、
室
長
及
び
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Ⅱ

‐
一
司
法
制
度
改
革
と
書
記
官
事
務
に
つ
い
て
２
新
研
修
所
構
想
に
つ
い
て
Ⅲ

Ⅱ

１

合
。

司
法
制
度
改
革
審
議
会
の
状
況
等
七
裁
判
事
務
処
理
シ
ス
テ
ム
の
導
入
等
に
つ
い
て
州

ⅡⅡ

Ⅱ

二
書
記
官
の
給
与
上
の
諸
問
題
に
つ
い
て
１
民
事
裁
判
事
務
処
理
シ
ス
テ
ム
の
概
要
Ｉ

Ⅱｌ

ⅡＩ

平
成
一
二
年
度
の
級
別
定
数
、
特
に
書
記
官
２
パ
ソ
コ
ン
の
配
布
状
況
叩

ⅡⅡ

Ⅱ

の
格
付
け
関
係
３
Ｊ
・
Ｎ
Ｅ
Ｔ
の
拡
大
と
利
用
に
つ
い
て
Ⅷ

Ⅱ

三
‐
職
員
制
度
問
題
の
検
討
状
況
等
に
つ
い
て
ゞ
八
書
記
官
事
務
に
関
す
る
最
近
の
動
向
等
に
っ
締

Ｉ

１ １

Ⅱ
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い
言
ヨ
ニ
ー
竜
一
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し
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眠
脾
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穐
ロ
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晒
ブ
ヶ
堵
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汀
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川
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書
記
官
の
任
用
政
策
に
つ
い
て
九
書
記
官
事
務
の
改
善
等
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い
て

一
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五
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女
性
書
記
官
の
増
加
に
伴
う
課
題
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判
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、
，
こ
の
座
談
会
は
、
協
議
会
の
会
員
が
書
記
官
事
務
に
関
、
；
も
含
ま
れ
て
お
り
、
い
ず
れ
も
書
記
官
に
と
っ
て
関
心
の

瀞
る
最
近
の
状
況
、
書
記
官
制
度
を
は
じ
め
と
す
る
職
員
高
い
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
；
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願

一
四
書
記
官
の
任
用
上
の
諸
問
題
に
つ
い
て
４
各
種
事
件
の
増
加
と
書
記
官
事
務
に
つ
い
て
州

１
民
事
モ
デ
ル
部
の
展
開
及
び
研
究
の
状
況
等
て
Ⅲ

２
刑
事
研
究
部
、
家
裁
研
究
係
及
び
簡
裁
研
究
１
倒
産
法
制
の
見
直
し
に
関
す
る
最
近
の
動
向
Ⅷ

係
の
展
開
及
び
研
究
の
状
況
等
２
成
年
後
見
制
度
と
書
記
官
事
務
と
の
関
連
州

３
録
音
反
訳
方
式
の
現
状
と
展
望
３
刑
事
、
家
事
及
び
少
年
事
件
の
各
書
記
官
事
州
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速
記
官
か
ら
の
転
官
に
つ
い
て
§
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の
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況
等
」
川

回
喜
個
ぎ
り
壬
目
上
、
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て
４
各
匡
事
件
の
増
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と
書
記
官
事
務
に
つ
い
て
州

参
事
官
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
御
多
忙
中
の
と
こ
ろ
、
全

国
害
協
と
の
座
談
会
に
御
出
席
い
た
だ
き
ま
し
て
、
誠
に

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

ま
た
、
当
局
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
平
素
か
ら
書
記
官

制
度
充
実
、
書
記
官
の
執
務
の
在
り
方
、
あ
る
い
は
処
遇

の
改
善
な
ど
に
つ
い
て
、
種
々
御
配
慮
、
御
尽
力
を
い
た

だ
い
て
お
り
ま
す
こ
と
に
対
し
、
厚
く
お
礼
を
申
し
上
げ
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し
上
げ
ま
す
。
だ
い
て
お
り
ま
す
こ
と
に
対
し
、
厚
く
お
礼
を
申
し
上
げ

櫻
井
会
長
総
務
局
及
び
人
事
局
の
課
長
、
室
長
及
び
ま
す
。

こ
の
座
諭
会
は
，
協
幸
露
会
の
会
員
が
書
罰
皆
塁
手
瀞
に
関
も
含
土
参
れ
て
お
り
い
ず
弧
‘
も
曹
詞
陸
冨
に
．
と
っ
て
噸
翻
心
の

す
る
最
近
の
状
況
”
書
記
官
制
度
を
は
じ
め
と
す
る
職
員
高
い
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願

制
度
の
動
向
伽
任
用
・
給
与
上
の
諸
問
題
な
ど
に
つ
い
て
、
い
い
た
し
ま
す
。

当
局
の
方
針
や
施
策
、
そ
の
考
え
方
な
ど
の
正
し
い
情
報
青
野
総
務
部
長
そ
れ
で
は
、
こ
れ
か
ら
の
進
行
は
、

、
０
０
℃

を
得
て
、
今
後
の
協
議
会
の
活
動
の
参
考
に
し
た
い
と
い
当
協
議
会
の
戸
川
企
画
調
査
部
長
が
担
当
し
ま
す
の
で
、

う
こ
と
で
、
毎
年
お
願
い
し
て
い
る
も
の
で
す
。
会
員
が
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

将
来
の
書
記
官
制
度
を
展
望
し
、
ま
た
、
書
記
官
事
務
の
戸
川
企
画
調
査
部
長
企
画
調
査
部
長
の
戸
川
で
ご
ざ

在
叺
方
を
見
直
す
機
会
と
す
る
な
ど
、
書
記
官
に
と
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
の
進
行
は
、
私
が
担
当
し
て
、
進
め

大
変
有
意
義
な
も
の
と
な
‘
っ
て
お
り
ま
す
。
座
談
会
の
内
た
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。
早

容
は
会
報
を
通
じ
て
、
広
く
会
員
に
紹
介
し
、
今
後
の
書
速
で
す
が
、
お
手
元
に
配
布
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
テ
ー

記
官
事
務
の
充
圭
表
発
展
の
た
め
に
役
立
て
、
適
正
で
迅
マ
の
順
に
進
行
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

速
な
裁
判
の
実
現
に
貢
献
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
お
り

一
司
法
制
度
改
革
と
書
記
官
事
務
に
つ
い
て

ま
す
。

一
司
法
制
度
改
革
と
書
記
官
事
務
に
つ
い
て

今
回
の
テ
ー
マ
は
、
司
法
制
度
改
革
審
議
会
の
審
議
状
司
法
制
度
改
革
審
議
会
の
状
況
等

況
や
新
し
い
職
員
研
修
所
の
構
想
な
ど
の
目
新
し
い
も
の
戸
川
企
画
調
査
部
長
司
法
制
度
改
革
審
議
会
の
状
況

と
二
三
三
三
三
三
三
二
三
三
三
三
三
一
二
一
三
二
一
二
三
二
三
三
二
三
三
二
三
三
三
三
一
三
三
一
三
一
三
三
三
三
三
三
三
一
三
三
一
三
三
三
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三
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三
仔

郎
康
‐
介
夫
学
利
昭
美
之
弘
夫
夫
和
一
明
川

厚
啓
和
昌
信
廣
裕
征
貞
隆
正
紘
正
州

野
木
田
田
名
中
方
井
沼
藤
井
野
松
川
中
川

子

州
者

永
鹿
細
増
山
田
味
櫻
柿
§
後
町
青
小
戸
田
川

Ⅱ

州
席
‐

長
長
長
官
長
長
官
側
長
長
長
長
長
長
長
州

州
出
側
課
剰
盤
事
課
課
事
識
局
部
部
螂
部
州

糊
鮮
篇
蹴
参
与
用
参
給
任
協
会
官
務
務
理
鯛
集
帆

局

裁
局
二
制

事
記

濡
緋
隙
同
同
人
同
同
害
会
副
同
事
総
経
企
編
州

Ⅱ当
三
三
三
三
三
三
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三
三
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三
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三
三
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三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
二
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
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三
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我
が
国
の
司
法
制
度
の
現
状
と
問
題
点
、
改
革

に
つ
い
て
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

永
野
第
一
課
長
司
法
制
度
改
革
審
議
会
は
、
二
一
世

紀
の
我
が
国
社
会
に
お
い
て
司
法
が
果
た
す
べ
き
役
割
を

明
ら
か
に
し
、
国
民
が
よ
り
利
用
し
や
す
い
司
法
制
度
の

実
現
、
国
民
の
司
法
制
度
へ
の
関
与
、
法
曹
の
在
り
方
と

そ
の
機
能
の
充
実
強
化
そ
の
他
の
司
法
制
度
の
改
革
と
基

盤
の
整
備
に
関
し
必
要
な
基
本
的
施
策
に
つ
い
て
調
査
審

議
す
る
こ
と
を
所
掌
事
務
と
し
、
審
議
期
間
を
二
年
間
に

限
り
、
平
成
二
年
七
月
二
七
日
、
内
閣
に
設
置
さ
れ
ま

し
た
。審

議
会
の
委
員
は
、
佐
藤
幸
治
京
都
大
学
教
授
を
会
長

と
し
て
法
曹
三
者
以
外
の
一
般
有
識
者
を
中
心
と
し
た
一

三
人
で
す
。
昨
年
は
、
司
法
制
度
に
関
す
る
問
題
状
況
を

把
握
し
、
具
体
的
な
審
議
事
項
を
策
定
し
審
議
の
方
向
性

を
定
め
る
参
考
と
す
る
た
め
、
有
識
者
、
法
曹
関
係
者
等

か
ら
ヒ
ア
リ
ン
グ
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
昨
年
一
二
月
に
行

わ
れ
た
法
曹
三
者
の
意
見
陳
述
に
お
い
て
、
裁
判
所
は
、

諸
外
国
と
比
較
し
て
も
遜
色
の
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
ま

ｌ

間
が
、
平
成
一
一
年
で
一
二

》
ト
ク
い
て
、

皮
恒
翻
溌
間
な
デ
ー
タ
／
を
塑
甥
郷
し
つ
つ
、

蓬
問

1
、

陰，二
月
と
な
っ
て
い
る
な
ど
、

／

の
方
向
性

、
下
級
裁

(永野第一課長）

で
の
意
見
交
換
会
等
で
出
さ
れ
た
裁
判
官
の
意
見
な
ど
を

踏
ま
え
、
裁
判
所
の
考
え
方
を
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
踏
ま
え
た
委
員
の
意
見
交
換
の

後
、
論
点
項
目
が
整
理
さ
れ
、
①
国
民
が
よ
り
利
用
し
や

す
い
司
法
制
度
の
実
現
、
②
国
民
の
期
待
に
応
え
る
民
事

司
法
の
在
り
方
、
③
国
民
の
期
待
に
応
え
る
刑
事
司
法
の

在
り
方
、
④
国
民
の
司
法
参
加
、
⑤
法
曹
人
口
と
法
曹
養

成
制
度
、
⑥
法
曹
三
兀
、
⑦
裁
判
所
・
検
察
庁
の
人
的
体

制
の
充
実
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
ま
し
た
。
本
年
に
入
っ
て
か

ら
は
、
こ
の
論
点
項
目
に
従
い
、
問
題
点
把
握
を
目
的
と

し
た
粗
ご
な
し
の
審
議
を
行
い
、
五
月
一
六
日
の
審
議
会

よ
り
、
い
よ
い
よ
各
論
点
に
つ
い
て
実
質
的
な
審
議
が
始

め
ら
れ
ま
し
た

ま
た
、
審
議
会
の
調
査
審
議
の
一
環
と
し
て
、
三
月
中

旬
へ
大
阪
に
お
い
て
第
一
回
の
地
方
公
聴
会
及
び
実
情
視

察
が
開
催
さ
れ
る
と
と
も
に
、
四
月
下
旬
か
ら
五
月
上
旬

に
か
け
て
、
ア
メ
リ
カ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
実
情
調
査
が
行

わ
れ
ま
し
た
。
今
後
も
福
岡
及
び
札
幌
に
お
い
て
地
方
公

聴
会
及
び
実
情
視
察
が
、
東
京
に
お
い
て
地
方
公
聴
会
が
、

さ
ら
に
、
島
根
県
浜
田
市
及
び
山
形
県
酒
田
市
に
お
い
て

実
情
視
察
が
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

今
後
八
審
議
会
は
、
本
年
一
○
月
こ
ろ
に
中
間
報
告
を

出
し
、
各
界
の
反
応
を
見
な
が
ら
更
に
審
議
を
重
ね
、
平

成
一
三
年
七
月
こ
ろ
、
最
終
答
申
を
内
閣
に
提
出
す
る
予

定
を
考
え
て
い
る
よ
う
で
す
。

戸
剛
企
画
調
査
部
長
司
法
制
度
醗
革
が
、
裁
判
所
及

ま
ず
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
紛
争
解
快
機
能
の
強
化
の
た

、准
１
１
必
要
な
人
的
物
的
態
勢
の
充
実
に
つ
い
て
の
検
討
が

勢
淵
騨
蕊
霊

・
叩
？
■
■
■
申
Ｐ
ｑ

■

＄

凸

■

一

、

Ⅱ

Ⅱ

９

０

。

ぴ
裁
判
所
職
員
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
お
聞
か
せ
く
だ

さ
い
。永
野
第
一
課
長
裁
判
所
は
、
司
法
制
度
改
革
論
議
の

起
こ
る
前
か
ら
、
国
民
の
期
待
に
応
え
て
、
「
適
正
迅
速

な
裁
判
」
、
「
分
か
り
や
す
く
利
用
し
や
す
い
裁
判
」
を
実

現
す
る
た
め
に
、
組
織
・
機
構
の
見
直
し
（
地
方
。
家
庭

裁
判
所
支
部
や
簡
易
裁
判
所
の
適
正
配
置
、
職
員
制
度
問

題
の
検
討
等
）
、
手
続
・
制
度
の
見
直
し
（
民
事
訴
訟
法

の
改
正
、
倒
産
法
の
改
正
作
業
等
）
、
事
務
処
理
方
法
の

見
直
し
（
Ｏ
Ａ
化
の
推
進
等
）
の
観
点
か
ら
、
裁
判
部
の

充
実
強
化
の
た
め
の
各
種
施
策
を
講
じ
る
と
と
も
に
、
必

要
な
人
的
物
的
態
勢
の
充
実
に
も
努
め
て
き
て
い
る
と
こ

ろ
で
あ
り
ま
す
。

今
回
の
司
法
制
度
改
革
審
議
会
で
調
査
審
議
の
対
象
と

さ
れ
て
い
る
論
点
は
九
大
き
ぐ
分
け
て
二
つ
に
分
類
で
き

ま
す
。
そ
の
一
つ
は
、
裁
判
所
な
い
し
司
法
制
度
全
般
の

紛
争
解
決
機
能
を
強
化
す
る
と
い
う
視
点
か
ら
の
も
の
で

あ
り
、
裁
判
手
続
の
面
で
言
う
と
、
裁
判
の
迅
速
化
、
利ゾ

用
し
や
す
い
裁
判
の
実
現
、
専
門
事
件
へ
の
対
応
等
が
課

題
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
既
に
述
べ

た
と
お
り
、
例
え
ば
、
地
裁
の
民
事
事
件
で
は
．
、
従
前
か

ら
の
訴
訟
の
運
営
改
善
や
審
理
充
実
の
取
組
の
積
み
重
ね

に
加
え
て
、
新
民
事
訴
訟
法
の
趣
旨
に
沿
っ
た
運
営
の
定

着
に
向
け
た
努
力
に
よ
り
、
第
一
審
通
常
事
件
の
平
均
審

理
期
間
が
、
平
成
二
年
で
九
・
二
月
で
あ
り
、
ま
た
、

刑
事
事
件
で
も
地
裁
の
通
常
第
一
審
事
件
の
平
均
審
理
期

し

≠
－－■ ロワーーー 一･一一＝－－･ローーーーーー弓
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１
１
Ｉ
間
が
‐
平
成
一
一
年
で
一
二
・
二
月
と
な
っ
て
い
る
な
と
－

鴎
諸
外
国
と
比
較
し
て
も
遜
色
の
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
ま

１報
す
。
ま
た
、
簡
易
裁
判
所
の
少
額
訴
訟
手
続
に
つ
い
て
も
、

峠
運
用
面
で
の
努
力
が
功
を
奏
し
て
、
当
初
の
予
想
を
上
回

書
る
利
用
実
績
が
重
ね
ら
れ
て
い
ま
す
。
加
え
て
、
訴
訟
以

“
外
の
分
野
に
つ
い
て
も
、
民
事
、
家
事
を
含
め
、
年
間
約

三
七
万
件
も
の
調
停
事
件
が
取
り
扱
わ
れ
て
お
り
、
紛
争

解
決
の
面
で
大
き
魚
授
割
を
担
っ
て
き
て
い
ま
す
。
他
方

で
、
対
席
判
決
で
終
了
し
た
地
裁
の
民
事
訴
訟
事
件
は
二

○
月
程
度
掛
か
っ
て
お
り
、
民
事
モ
デ
ル
部
等
に
お
け
る

実
践
を
更
に
浸
透
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
早
期
に
争
点
を

明
確
化
し
＄
こ
れ
に
的
を
絞
っ
て
集
中
的
に
証
拠
調
べ
を

行
う
と
い
う
新
民
事
訴
訟
法
の
趣
旨
に
沿
っ
た
運
用
を
一

層
定
着
さ
せ
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
民
事

で
は
、
公
害
事
件
の
よ
う
な
大
型
訴
訟
や
医
療
過
誤
訴
訟
、

建
築
関
係
訴
訟
、
知
財
訴
訟
等
専
門
的
分
野
に
関
す
る
事

件
に
つ
い
て
、
審
理
期
間
が
長
期
に
わ
た
る
も
の
が
あ
り
、

刑
事
に
お
い
て
も
極
め
て
長
期
間
を
要
す
る
事
件
が
一
部

に
あ
り
、
こ
れ
ら
の
事
件
に
つ
い
て
迅
速
か
つ
充
実
し
た

審
理
を
行
う
た
め
の
方
策
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

加
え
て
、
利
用
し
や
す
い
裁
判
の
実
現
と
い
う
観
点
か
ら
、

家
庭
裁
判
所
や
簡
易
裁
判
所
で
の
利
用
し
や
す
さ
の
更
な

会
る
向
上
が
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。
司
法
制
度
改
革
審
議

談
、
会
で
は
、
こ
れ
ら
の
課
題
に
つ
い
て
、
弁
護
士
や
隣
接
法

座

律
職
種
の
在
り
方
を
含
め
て
、
手
続
・
制
度
の
在
り
方
に

５

つ
い
て
、
多
角
的
な
観
点
か
ら
の
検
討
が
進
め
ら
れ
て
い

報
わ
れ
た
法
曹
三
者
の
意
見
陳
述
に
お
い
て
、
裁
判
所
は
、

鵬
我
が
国
の
司
法
制
度
の
現
状
と
問
題
点
、
改
革
の
方
向
性

管
に
つ
い
て
、
客
観
的
暇
デ
ー
タ
を
紹
介
し
つ
つ
、
下
撒
裁

１
１

I

８
１
１
１

一

､

成
一
三
年
七
月
こ
Ｚ
》
匡
耳
帯
為
ｆ
Ｅ
７
‐
↑
卜
ｉ
ｌ
：

理

定
を
考
え
て
い
る
よ
う
で
す
。

戸
川
企
画
調
査
部
長
司
法
制
度
改
革
が
↑
裁
判
所
及
刑 理

行
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
つ
い
て
は
、
国
民
が
直
接
裁
判
に
関
与
す
る
こ
と
で
、
司

こ
れ
ら
の
課
題
は
、
こ
れ
ま
で
も
裁
判
所
に
お
い
て
、
裁
法
に
対
す
る
国
民
の
理
解
と
関
心
が
高
ま
る
と
と
も
に
、

判
部
の
充
実
：
強
化
策
と
し
て
進
め
て
き
た
各
種
の
制
度
公
判
審
理
が
分
か
り
や
す
い
も
の
に
な
る
と
い
う
長
所
が

改
革
、
運
用
改
善
の
流
れ
に
沿
う
も
の
で
あ
っ
て
、
裁
判
あ
り
ま
す
が
、
他
方
で
、
裁
判
に
真
相
の
解
明
を
期
待
し
、

所
や
裁
判
所
職
員
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
も
、
そ
の
よ
詳
細
な
事
実
認
定
を
求
め
る
国
民
性
に
か
な
う
も
の
か
、

う
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
得
る
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
陪
審
員
と
な
る
国
民
の
負
担
に
つ
い
て
理
解
が
得
ら
れ
る

の
意
味
で
、
裁
判
所
と
し
て
は
、
司
法
制
度
改
革
審
議
会
の
か
、
現
状
の
弁
護
士
の
態
勢
で
集
中
審
理
に
耐
え
得
る

で
の
議
論
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、
運
用
レ
ベ
ル
で
の
改
善
の
か
、
陪
審
員
に
予
断
を
与
え
な
い
た
め
の
報
道
規
制
を

を
日
々
重
ね
て
い
ぐ
必
要
が
あ
り
ま
す
。
ど
う
す
る
の
か
等
の
課
題
も
あ
り
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
十

次
に
、
司
法
制
度
改
革
審
議
会
で
議
論
さ
れ
る
も
う
一
分
な
議
論
が
行
わ
れ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
仮
に
陪
審
制

〆っ
の
論
点
と
じ
て
へ
陪
審
制
・
参
審
制
、
法
曹
一
元
と
い
つ
が
導
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
手
続
法
・
実
体
法
を
全

た
、
我
が
国
の
司
法
制
度
の
在
り
方
そ
の
も
の
に
関
わ
る
面
的
に
改
正
す
る
必
要
が
あ
る
な
ど
刑
事
司
法
制
度
全
体

問
題
が
あ
り
ま
す
。
陪
審
制
、
参
審
制
と
も
へ
現
在
の
憲
の
在
り
方
を
根
本
的
に
変
革
す
る
も
の
と
な
り
、
書
記
官

法
に
適
合
す
る
か
と
い
う
大
き
な
問
題
が
あ
り
ま
す
が
、
事
務
等
裁
判
所
職
員
の
職
務
内
容
に
つ
い
て
も
当
然
大
き

同
じ
く
国
民
の
司
法
参
加
の
制
度
と
い
っ
て
も
、
陪
審
制
な
変
更
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
。
い
ず
れ
に

と
参
審
制
と
で
は
、
制
度
及
び
そ
れ
を
支
え
る
基
盤
等
が
し
て
も
、
陪
審
制
あ
る
い
は
参
審
制
度
の
導
入
は
、
我
が

大
き
く
異
な
っ
て
お
り
、
陪
審
制
は
、
現
在
の
裁
判
制
度
国
の
司
法
制
度
の
根
幹
に
関
わ
る
問
題
で
あ
り
、
最
終
的

と
は
基
本
的
枠
組
み
を
異
に
し
た
制
度
で
あ
り
ま
す
。
す
に
は
、
国
民
が
決
め
る
べ
き
問
題
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま

今
″
Ｌ

な
わ
ち
、
陪
審
制
に
お
い
て
は
、
陪
審
員
の
負
担
を
で
き
す
。
次
に
、
法
曹
一
元
に
つ
い
て
も
、
実
社
会
に
直
接
接

る
だ
け
軽
減
し
、
か
つ
陪
審
員
が
証
拠
の
内
容
を
忘
れ
な
触
し
て
、
生
き
た
社
会
の
実
体
を
知
り
、
ま
た
、
当
事
者

い
う
ち
に
審
理
を
終
え
る
必
要
が
あ
る
か
ら
、
連
続
開
廷
の
代
理
人
と
し
て
の
経
験
を
有
す
る
弁
護
士
が
裁
判
官
と

に
よ
る
集
中
審
理
が
行
わ
れ
ま
す
。
そ
の
前
提
と
し
で
、
な
り
、
そ
う
し
た
経
験
が
裁
判
に
反
映
さ
れ
る
点
が
長
所

争
点
と
取
調
べ
証
人
を
す
べ
て
確
定
し
て
お
く
必
要
が
あ
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
他
方
で
、
人
事
異
動
の

り
ま
す
。
さ
ら
に
、
陪
審
の
判
断
は
、
結
論
だ
け
が
示
さ
な
い
制
度
の
下
で
全
国
各
地
に
質
の
高
い
裁
判
官
を
確
保

ま
す
↑
ま
曇
た
‐
こ
の
よ
う
愈
紛
争
解
決
機
能
の
強
化
の
た

り

め
に
必
要
な
人
的
物
的
態
勢
の
充
実
に
つ
い
て
の
検
討
が

_ノ

期
間
が
、
平
成
二
年
で
九
・
二
月
で
あ
り
↑
ま
た

刑
事
事
件
で
も
地
裁
の
通
常
第
一
審
事
件
の
平
均
審
理
間

れと
す
る
上
訴
は

理
由
膠
全
く
付
さ
れ
ず
、
ま
た
、
事
実
誤
謬
を
麗
由

鐸
る
上
訴
は
原
則
と
し
て
許
さ
れ
ま
せ
ん
。
陪
審
制
に

！

ｉ
’

ダ
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す
る
こ
と
が
可
能
か
、
裁
判
官
一
人
一
人
に
裁
判
の
や
り

方
や
判
断
に
ば
ら
つ
き
が
生
じ
な
い
か
、
地
域
と
の
密
着

に
よ
り
中
立
性
や
廉
潔
性
の
確
保
の
点
で
懸
念
が
あ
る
と

の
問
題
も
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
臨
司
に
お
い
て
指
摘
さ

れ
た
法
曹
一
元
の
た
め
の
種
々
の
基
盤
条
件
が
、
弁
護
士

人
口
の
大
幅
増
加
（
法
曹
一
元
国
で
あ
る
米
国
に
お
け
る
、

裁
判
官
と
弁
護
士
の
比
率
は
一
対
三
○
、
英
国
に
お
い
て

は
一
対
二
五
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
我
が
国
に
お
い
て
は

一
対
八
に
と
ど
ま
る
雪
、
弁
護
士
の
地
域
的
偏
在
の
解
消

（
東
京
と
大
阪
に
弁
護
士
全
体
の
約
六
○
パ
ー
セ
ン
ト
が

集
中
。
弁
護
士
が
ゼ
ロ
な
い
し
一
人
し
か
い
な
い
ゼ
ロ
ワ

ン
地
域
が
、
地
裁
の
本
庁
・
支
部
の
二
五
三
の
管
轄
区
域

の
う
ち
七
○
箇
所
以
上
）
、
弁
護
士
の
執
務
態
勢
の
共
同

化
等
を
挙
げ
る
ま
で
も
な
く
、
整
備
さ
れ
た
と
は
到
底
言

え
な
い
状
況
に
あ
る
こ
と
も
挙
げ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
法
曹
ご
元
制
度
も
へ
現
行
シ
ス
テ
ム
に

大
幅
な
変
更
を
生
じ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
裁
判
所

組
織
や
職
員
制
度
の
在
り
方
に
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
与
え

る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
。

ｂ
ク
蕊
．
、

最
高
裁
と
し
て
は
、
司
法
制
度
改
革
審
議
会
の
審
議
状

況
に
つ
い
て
、
随
時
、
情
報
提
供
を
行
う
と
と
も
に
、
種
々

の
機
会
を
通
じ
て
、
職
員
の
声
を
吸
収
し
、
こ
れ
ら
を
踏

ま
え
た
意
見
を
審
議
会
に
伝
え
る
な
ど
し
て
、
実
り
あ
る

議
論
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
協
力
し
て
参
り
た
い
と
考
え
て

記
舎
阜
ｌ
地
哉
－
０
０
ボ
ス
卜
中

い
半
宝
９
０

の
－

－

綴
切
上
げ
が
認
め
ら
れ
ま
し
た

霞
し
た

I

ご
一
級
首
席
書
『
な
成
果
で
あ
る
と
蝉
蒼
え
て
い
ま
す
０

１

一
九
、
家
裁
六
三
ポ
ス
ト
〆
‐
以
上
の
結
果
γ
地
・
家
裁
次
席
書
記
官
に
つ
い
て
は
、

／

平
成
一
二
年
度
の
級
別
定
数
、
特
に
書
記
官
の
格
付
け

関
係
戸
川
企
画
調
査
部
長
本
年
度
も
級
別
定
数
、
特
に
書

記
官
の
格
付
け
関
係
に
つ
い
て
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

山
名
給
与
課
長

１
書
記
官
全
体
の
処
遇
に
つ
い
て

書
記
官
の
給
与
上
の
処
遇
に
つ
い
て
は
、
従
来
か
ら
書

記
官
の
法
律
専
門
職
と
し
て
の
高
度
の
専
門
性
、
職
務
の

複
雑
困
難
性
を
最
大
限
主
張
し
て
そ
の
改
善
に
努
め
て
き

た
と
こ
ろ
で
す
が
、
新
民
事
訴
訟
法
の
施
行
を
契
機
と
す

る
適
正
迅
速
な
裁
判
の
実
現
に
向
け
て
の
一
連
の
制
度
改

革
を
推
進
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
中
心
的
な
担
い
手
で
あ

り
、
職
責
が
著
し
く
増
大
し
て
い
る
書
記
官
に
つ
い
て
、

よ
り
一
層
の
処
遇
改
善
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て

い
ま
す
。

２
級
別
定
数
の
改
定
状
況
‘

平
成
一
二
年
度
の
定
数
折
衝
に
お
い
て
、
級
別
定
数
の

改
定
に
つ
い
て
、
財
政
当
局
は
、
総
人
件
費
極
力
抑
制
と

い
う
方
針
の
下
、
人
件
費
を
押
し
上
げ
る
こ
と
に
な
る
級

別
定
数
の
改
定
は
原
則
と
し
て
ゼ
ロ
査
定
で
あ
る
と
い
う

主
張
を
折
衝
の
都
度
繰
り
返
し
て
き
ま
し
た
。
と
り
わ
け
、

裁
判
所
に
つ
い
て
は
、
前
年
度
予
算
で
行
政
省
庁
の
級
別

定
数
の
切
上
げ
を
厳
し
く
抑
制
し
た
中
で
も
、
適
正
迅
速

な
裁
判
の
襄
現
に
向
け
て
の
一
連
の
制
度
改
革
が
円
滑
に

二
書
記
官
の
給
与
上
の
諸
問
題
に
つ
い
て

｜’

こ
の
よ
う
な
厳
し
い
情
勢
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
適
正

迅
速
な
裁
判
の
実
現
に
向
け
て
の
一
連
の
制
度
改
革
を
実

効
的
に
推
進
し
、
定
着
さ
せ
る
た
め
に
は
、
こ
れ
ま
で
以

上
に
職
員
に
対
じ
て
職
務
に
応
じ
た
適
正
な
処
遇
を
行
う

必
要
が
あ
る
こ
と
を
強
く
主
張
す
る
と
と
も
に
、
昨
年
以

上
に
重
点
を
絞
っ
て
折
衝
に
当
た
る
な
ど
の
努
力
を
し
た

結
果
、
大
き
な
成
果
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
て

い
ま
す
。
特
に
、
七
年
連
続
で
の
主
任
書
記
官
の
増
設
や
、

一
昨
年
実
現
し
た
地
裁
主
任
書
記
官
の
九
級
切
上
げ
が
三

年
続
け
て
認
め
ら
れ
た
こ
と
は
意
義
の
あ
る
こ
と
と
考
え

て
い
ま
す
。

ァ
二
級
以
土
関
係

平
成
一
二
年
度
は
‘
地
裁
首
席
書
記
官
一
へ
前
年
度
一
）

、
、
洲
信
″
Ｌ
一
』
一

一

０
。
一
一
一
）
、

進
む
こ
と
に
も
一
定
程
度
配
慮
し
て
、
先
渡
し
的
な
意
味

合
い
も
含
め
て
異
例
と
も
言
え
る
定
数
切
上
げ
を
認
め
た

と
こ
ろ
で
す
が
、
平
成
一
二
年
度
予
算
に
お
い
て
は
、
裁

判
所
も
、
国
家
の
一
機
関
と
し
て
行
政
省
庁
並
み
に
総
人

件
費
極
力
抑
制
の
基
本
方
針
に
協
力
す
べ
き
で
あ
る
と
極

め
て
厳
し
い
調
子
で
迫
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
す
。

（
前
年
度
三
）
、
七
級
に
つ
い
て
三
０
（
前
年
度
三

９

六
級
に
つ
い
て
二
三
（
前
年
度
二
八
）
の
切
上
げ

‘
ｊ
０
７
Ｉ
Ｉ
Ｅ
■
■

(山名給与課長）

－
４
－
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の
二
級
切
上
》
け
が
茎
認
め
ら
れ
ま
し
た
二
一
職
首
席
書

記
官
ｌ
地
裁
一
○
○
ポ
ス
ト
中
一
九
、
家
裁
六
三
ポ
ス
ト

中
九
）
。

な
お
、
こ
の
ほ
か
に
首
席
家
裁
調
査
官
に
つ
い
て
も
一

の
二
級
格
付
け
が
認
め
ら
れ
ま
し
た
。

イ
一
○
級
関
係
”

大
規
模
庁
の
地
裁
次
席
書
記
官
に
つ
い
て
一
○
級
切
上

げ
一
（
前
年
度
二
が
認
め
ら
れ
ま
し
た
・
行
政
省
庁
に

お
い
て
、
一
○
級
は
、
地
・
家
裁
に
相
当
す
る
府
県
単
位

機
関
で
は
「
特
に
困
難
な
事
務
を
所
掌
す
る
機
関
の
長
」

に
つ
い
て
の
み
認
め
ら
れ
る
高
い
格
付
け
で
す
か
ら
、
裁

判
部
門
の
ナ
ン
バ
ー
２
の
ポ
ス
ト
で
あ
る
地
裁
次
席
書
記

官
に
つ
い
て
一
○
級
の
切
上
げ
が
認
め
ら
れ
た
と
い
う
こ

と
は
、
書
記
官
の
職
務
が
高
く
評
価
さ
れ
た
結
果
で
あ
り
、

大
き
な
成
果
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
こ
れ
で
一
○
級

の
地
・
家
裁
次
席
書
記
官
は
合
計
七
と
な
り
ま
し
た
。

な
お
、
こ
の
ほ
か
に
高
裁
次
席
書
記
官
に
つ
い
て
も
一

の
切
上
げ
が
認
め
ら
れ
ま
し
た
。

ウ
九
級
関
係

地
裁
次
席
書
記
官
に
つ
い
て
一
（
前
年
度
一
）
、
地
裁

総
括
主
任
書
記
官
三
（
前
年
度
三
）
、
，
家
裁
次
席
書
記
官

二
（
前
年
度
二
）
の
切
上
げ
を
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。地
裁
総
括
主
任
書
記
官
は
、
厳
し
い
折
衝
の
結
果
、
前

年
度
実
績
と
同
様
の
切
上
げ
を
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
へ

書
記
職
全
体
の
官
職
評
価
の
引
上
げ
と
い
う
面
か
ら
も
大

塞
圃
三
司
辛
〃
全
イ
ー
１
万
Ｊ
４
》
だ
Ｉ
ご
・
ず
１
Ｖ
・
歩
脚
肌
剴
ノ
ー
‐
‐
》
，
Ｊ
ｚ
二
１
０
．
７
″
１
，
．
く
一
月
・
〃
》

い
ふ
ま
寺
７
．

I

'へ、
ノ き

な
成
果
で
あ
る
と
考
陰
え
て
い
ま
す
．

以
上
ｊ
結
果
、
地
・
家
裁
次
席
書
記
官
に
つ
い
て
は
、

■
。
や
Ｔ

一
○
二
ポ
ス
ト
中
七
七
（
七
五
・
五
％
）
が
九
級
以
上
に

格
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

な
お
、
こ
の
ほ
か
に
総
括
主
任
家
裁
調
査
官
に
つ
い
て

も
一
の
切
上
げ
が
認
め
ら
れ
ま
し
た
。

エ
八
級
以
下
関
係

財
政
当
局
は
、
総
人
件
費
極
力
抑
制
と
い
う
基
本
方
針

に
加
え
て
、
大
量
退
職
の
影
響
に
よ
っ
て
裁
判
所
の
定
数

状
況
が
大
幅
に
好
転
し
て
い
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
八

級
以
下
の
各
級
に
つ
い
て
も
定
数
回
収
に
対
す
る
姿
勢
は

極
め
て
厳
し
く
、
折
衝
の
最
初
の
段
階
か
ら
定
数
回
収
の

攻
防
が
始
ま
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
一
時
は
も
は
や
回
収

ｊ

も
や
む
な
し
と
の
事
態
ま
で
想
定
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り

ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
司
法
制
度
改
革
審
議
会
の
設
置

等
、
裁
判
所
に
対
す
る
国
民
の
期
待
が
か
っ
て
な
い
ほ
ど

大
き
く
、
こ
う
い
っ
た
情
勢
の
下
で
、
裁
判
所
の
基
幹
官

職
で
あ
る
書
記
官
等
の
定
数
が
回
収
さ
れ
る
事
態
と
な
れ

ば
、
裁
判
所
に
働
く
職
員
の
士
気
を
維
持
で
き
な
い
等
考

え
得
る
あ
ら
ゆ
る
理
由
付
け
を
持
ち
出
し
て
折
衝
を
続
け

た
結
果
、
内
示
直
前
に
な
っ
て
：
「
回
収
な
し
」
と
の
結
論

と
な
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
た
だ
？
来
年
度
以
降
も

こ
の
よ
う
な
成
果
を
実
現
で
き
る
と
の
保
障
は
な
く
、
定

数
回
収
を
巡
る
情
勢
は
、
依
然
予
断
を
許
さ
な
い
事
態
に

変
わ
り
な
い
こ
と
は
付
言
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

そ
の
他
の
官
職
、
級
に
つ
い
て
で
す
が
、
八
級
に
つ
い

一
一
つ
《
砂
・
ロ
一
一
岸
二
毎
回
ｒ
■
“
。
■
■
国
■
■
■
■
■
も
Ｈ
１
■
ｑ
凸
■
■
■
■
日
』
一
■
■
■
８
９
夕
●
ｌ
■
■
■
■
〃
●
Ｐ
？
●
台
合

定
数
の
切
上
げ
を
厳
し
く
抑
制
し
た
中
で
も
、
適
正
迅
速

な
裁
判
の
実
現
に
向
け
て
の
一
連
の
制
度
改
革
が
円
滑
に

． 、
、 ノ
■一一 一一

二上を
実
現
し
ま
し
た
。

オ
官
職
増
設
関
係

㈱
官
職
増
設
に
つ
い
て
は
、
総
人
件
費
極
力
抑
制
と
い
う

方
針
に
抵
触
す
る
た
め
、
そ
の
折
衝
は
極
め
て
難
航
し
ま

し
た
が
§
裁
判
部
門
の
充
実
強
化
を
前
面
に
押
し
出
し
て
、

粘
り
強
く
折
衝
に
当
た
っ
た
結
果
か
大
阪
地
裁
堺
支
部
に

次
席
書
記
官
一
‐
（
九
級
格
付
け
）
、
浦
和
家
裁
に
次
席
書

記
官
一
（
八
級
格
付
け
）
を
増
設
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ

ま
し
た
。
こ
の
ほ
か
に
も
，
福
岡
家
裁
小
倉
支
部
次
席
家

裁
調
査
官
一
（
九
級
格
付
け
）
等
が
認
め
ら
れ
、
全
体
と

し
て
大
き
な
成
果
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
て
い

ま
す
。

ノ

ま
た
、
主
任
書
記
官
増
設
に
つ
い
て
は
、
前
年
度
実
績

を
上
回
る
三
四
（
前
年
度
三
二
）
の
増
設
を
実
現
す
る
と

い
う
極
め
て
大
き
な
成
果
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

力
定
員
振
替
関
係

速
記
官
か
ら
書
記
官
へ
の
定
員
振
替
に
当
た
っ
て
は
、

財
政
当
局
は
、
書
記
官
の
調
整
数
や
主
任
書
記
官
の
俸
給

の
特
別
調
整
額
と
の
関
係
で
、
対
当
級
で
振
り
替
え
る
こ

と
は
総
人
件
費
極
力
抑
制
の
方
針
に
抵
触
す
る
と
い
う
理

由
か
ら
、
一
定
割
合
で
切
下
げ
を
行
っ
た
上
で
級
別
定
数

の
セ
ッ
ト
を
行
う
べ
き
で
あ
る
と
強
く
求
め
て
き
ま
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
は
、
適
正
迅
速
な
裁
判
の
実
現
に
向
け
て

ノ

の
一
連
の
制
度
改
革
を
円
滑
に
推
進
す
る
た
め
に
は
、
定

一
二
鯨
荊
年
度
づ
ご
‐
七
級
に
つ
い
て
づ
責
Ｌ
《
甑
節
虞
・
員

鴬
六
級
に
つ
い
て
二
三
（
前
年
度
二
八
）
の
切
上
げ

ア
・
二
級
以
上
関
係
・

平
成
一
二
年
度
は
、
地
裁
首
席
脅
記
官
｝
へ
前
年
覚
ご

五

一

一一一
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員
振
替
に
伴
う
級
別
定
数
の
切
下
げ
に
は
一
切
応
じ
ら
れ

な
い
と
い
う
強
い
姿
勢
で
折
衝
を
行
っ
た
結
果
、
前
年
度

と
同
様
、
す
べ
て
対
当
級
で
の
振
替
が
認
め
ら
れ
ま
し
た
。

３
書
記
官
こ
う
八
級
の
発
令
状
況
と
見
通
し
に
つ
い

て
戸
川
企
画
調
査
部
長
書
記
官
ビ
ラ
八
級
の
発
令
状
況

と
見
通
し
に
つ
い
て
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

山
名
給
与
課
長
書
記
官
こ
う
八
級
に
つ
い
て
は
、
職

員
等
の
強
い
要
望
を
踏
ま
え
て
、
級
別
定
数
獲
得
に
向
け

て
最
大
限
の
努
力
を
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
す
が
、
‐
財
政
当

局
か
ら
は
、
八
級
は
府
県
単
位
機
関
の
困
難
な
業
務
を
所

掌
す
る
課
長
の
職
務
が
よ
う
や
く
格
付
け
ら
れ
る
職
務
の

級
で
あ
り
、
新
民
事
訴
訟
法
の
施
行
に
伴
っ
て
書
記
官
の

職
務
の
複
雑
困
難
性
が
増
し
て
い
る
と
は
い
え
、
具
体
的

に
ど
の
点
に
つ
い
て
、
課
長
級
の
職
責
と
言
え
る
よ
う
な

職
責
の
大
幅
な
上
積
み
が
あ
づ
た
の
か
、
ま
た
、
主
任
書

記
官
と
の
関
係
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
等
に
つ
い
て
、

昨
年
に
引
き
続
き
今
年
も
理
解
を
得
る
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
で
し
た
。

た
だ
し
、
本
定
数
化
の
折
衝
と
平
行
し
て
暫
定
定
数
の

設
定
の
個
別
折
衝
を
行
い
、
平
成
一
二
年
一
月
一
日
付
け

で
八
特
大
規
模
庁
（
東
京
地
裁
及
び
大
阪
地
裁
）
で
複
数

の
部
下
を
有
す
る
、
平
成
一
二
年
三
月
末
日
定
年
退
職
の

訟
廷
係
長
二
名
に
対
す
る
暫
定
定
数
に
よ
る
八
級
昇
格
が

認
め
ら
れ
ま
し
雀
。

暫
定
篭
敷
の
設
定
雁
当
た
っ
て
は
、
対
象
者
の
職
務
上

し
た
も
の
で
す
０

■
ｐ
Ｐ
４

Ｐ
■
●
軽
一
か

’
１
１
９
１

ｼ

ﾛ

【

の
位
置
付
け
や
属
入
的
要
素
が
問
題
と
な
り
、
こ
の
点
を

巡
っ
て
折
衝
も
困
難
を
極
め
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
現
在
は

こ
の
要
件
の
緩
和
を
云
々
で
き
る
段
階
に
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
職
員
の
要
望
の
強
い
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
と
も
こ

の
よ
う
な
運
用
が
継
続
で
き
る
よ
う
努
力
し
て
い
き
た
い

と
考
え
て
い
ま
す
。

ま
た
、
本
定
数
化
に
つ
い
て
は
、
今
一
度
予
算
折
衝
に

お
け
る
問
題
点
等
を
洗
い
直
し
た
土
で
、
来
年
度
以
降
の

要
求
を
検
討
じ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

１
民
事
モ
デ
ル
部
の
展
開
及
び
研
究
の
状
況
等

戸
川
企
画
調
査
部
長
民
事
モ
デ
ル
部
に
お
け
る
研
究

の
成
果
を
踏
ま
え
、
「
民
事
立
会
部
に
お
け
る
書
記
官
事

務
の
指
針
」
及
び
同
解
説
が
出
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
趣

旨
、
こ
れ
か
ら
の
民
事
立
会
部
に
お
け
る
書
記
官
事
務
の

在
り
方
等
に
つ
い
て
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
・

‐
鹿
子
木
第
二
・
第
三
課
長

ア
「
民
事
立
会
部
に
お
け
る
書
記
官
事
務
の
指
針
」

の
発
出

平
成
九
年
四
月
の
モ
デ
ル
実
験
開
始
以
降
、
全
国
の
モ

デ
ル
部
及
び
モ
デ
ル
部
類
似
１
態
勢
の
部
に
お
い
て
、
書

記
官
の
コ
ー
ト
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
事
務
の
中
身
の
具
体
化

と
検
証
が
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
○
こ
れ
ら
の
部
に
お
い
て

は
、
書
記
官
の
ロ
ー
ト
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
事
務
の
充
実
を

背
景
に
‐
同
法
の
趣
ご
層
に
沿
っ
た
訴
訟
運
営
が
実
践
さ
れ

Ｉ
叙
の
収
集
を
行
崎
裁
判
体
が
早
期
に
事
案
の
概
要
を

晋
解
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

三
職
員
制
度
問
題
の
検
討
状
況
等
に
つ
い
て

ｆ

て
お
り
、
そ
の
結
果
、
集
中
証
拠
調
べ
率
の
上
昇
、
証
拠

調
べ
件
数
の
減
少
、
証
拠
調
べ
時
間
の
短
縮
、
更
に
は
こ

れ
ら
を
通
じ
た
審
理
期
間
の
短
縮
、
迅
速
な
裁
判
の
実
現

と
い
う
成
果
と
と
も
腱
和
解
率
の
上
昇
、
控
訴
率
の
低

下
が
示
す
当
事
者
が
納
得
す
る
適
正
な
裁
判
の
実
現
と
い

う
成
果
と
な
っ
て
表
れ
て
き
て
い
ま
す
。
書
記
官
事
務
の

内
容
も
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
証
拠
調
べ
の
総
量
が
減
少

）
。

す
る
と
と
も
に
、
コ
ー
ト
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
事
務
の
充
実
‐

に
よ
っ
て
要
領
調
書
の
作
成
率
が
低
下
し
た
ほ
か
、
録
音

反
訳
方
式
の
導
入
に
よ
〃
っ
て
逐
語
録
需
要
へ
の
対
応
が
十

全
な
も
の
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
調
書
作
成
に
関
す
る
事

務
の
比
率
が
相
対
的
に
低
下
し
、
争
点
整
理
過
程
へ
の
関

与
を
中
心
と
す
る
コ
ー
ト
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
事
務
の
比
率

が
増
大
す
る
と
い
う
よ
う
に
、
そ
の
事
務
の
在
り
方
が
大

き
く
変
貌
を
遂
げ
つ
つ
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
て
、
こ
れ
ま
で
全
国
の
モ

デ
ル
部
等
に
お
い
て
行
わ
れ
て
き
た
様
々
な
取
組
の
中
か

ら
、
新
民
事
訴
訟
法
の
目
指
す
訴
訟
運
営
に
と
っ
て
真
に

効
果
が
あ
り
、
か
つ
、
民
事
立
会
部
一
般
に
お
い
て
幅
広

く
実
践
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
汎
用
性
）
と
い
う
観
点
か

ら
、
協
議
会
等
に
お
け
る
種
々
の
議
論
も
踏
ま
え
て
、
推
‐

奨
可
能
な
事
務
を
選
別
し
て
、
「
民
事
立
会
部
に
お
け
る

書
記
官
事
務
の
指
針
」
と
し
て
取
り
ま
と
め
ま
し
た
。
こ

の
指
針
は
、
争
点
整
理
手
続
へ
の
実
質
的
関
与
な
ど
、
書

記
官
の
コ
ー
ト
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
事
務
の
中
身
を
具
体
化

し
、
こ
れ
か
ら
の
標
準
的
な
書
記
官
量
雰
務
の
在
り
方
を
泉

■
Ｆ
Ｄ
・
■
、
１
・
凸
ぞ
■
Ｕ
■
ｒ
Ｑ
０
Ｑ
心
“
Ｔ
ｅ
ｉ
■
■
＆
ワ
ｇ
Ｑ
ロ
■
』
■
画
■
■
■
■
垂
星
暑
■
皿
■
ロ
ー
■
■
二
■
座
口
早
■
■
□
■
■
■
一
口
曲
■
磨
亜
も
■
官
⑪
白
々
ロ
■
低
■
■
■
、
君
二
甲
厚
で
凸
凸
■
■
■
『
也
唱
■
Ｆ
■
角
詔
一
■
■
■
図
画
■
ロ
刃
■
。
■
■
一
■
鷺
唾
■
岳
■
弓
■
■
■
■
」
■
■
■
阿
甲

脳
斑
系
列
表
ば
時
間
の
経
過
に
沿
っ
た
形
で
事
実
を
整
理
す

｝・
心
も
の
、
陳
述
書
対
比
表
は
当
事
者
の
陳
述
書
を
も
と
に

■■■三一・一 且
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し
た
心
も
の
で
坐
，
。
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な
お
、
同
時
に
出
さ
れ
た
「
民
事
立
会
部
に
お
け
る
書

記
官
事
務
の
指
針
の
解
説
」
で
は
へ
指
針
に
掲
げ
ら
れ
た

事
務
内
容
よ
り
も
進
ん
だ
運
用
を
実
践
し
て
い
る
例
を
紹

介
し
て
、
取
組
を
更
に
進
化
さ
せ
る
際
の
参
考
に
供
す
る

こ
と
と
し
ま
し
た
の
で
、
活
用
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

イ
「
民
事
立
会
部
に
お
け
る
書
記
官
事
務
の
指
針
」

の
概
要

新
民
事
訴
訟
法
の
趣
旨
に
沿
っ
た
訴
訟
運
営
を
実
現
す

る
た
め
に
は
、
早
期
に
事
件
を
適
切
に
振
り
分
け
ｍ
争
点

を
確
定
し
た
上
、
争
点
に
的
を
絞
っ
た
集
中
証
拠
調
べ
を

実
施
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
が
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
裁

判
体
の
事
案
解
明
行
為
が
適
切
か
つ
円
滑
に
行
わ
れ
る
こ

と
が
重
要
で
す
。
こ
れ
か
ら
の
書
記
官
事
務
は
、
裁
判
官

と
の
協
働
態
勢
の
下
、
裁
判
体
の
事
案
解
明
行
為
に
参
画

し
て
い
く
と
い
う
姿
勢
が
大
切
で
す
。
‐

具
体
的
に
は
、
審
理
の
早
い
段
階
に
お
い
て
は
、
書
記

官
は
、
事
件
の
適
切
な
振
り
分
け
を
行
う
た
め
に
必
要
な

一
二
言
脚
ヂ
ケ
天
私
“
“
小
Ｌ
レ
ウ
，
寸
一
壱
一
一
八
筋
『
Ｉ
Ｑ
Ｊ
印
Ｖ
○
『
Ｙ
ノ
》
。
〃
ロ
『
間
朝
日
Ｕ
〃
計
／
〃
弓
ノ
。
フ
ザ
グ
ー
■
ｌ
Ｅ
０
０
皇
ク
ロ
可
冒
■
ロ
ｇ
Ｐ
ｑ
Ｄ
Ｄ
．
。
ｆ

認
め
ら
れ
ま
し
た
。

暫
定
定
数
の
設
定
に
当
た
っ
て
は
、
対
象
者
の
職
務
上

4 －匡

可

(鹿子木第二・第三課長）

{'･~~、
、 ノ 情

報
の
収
巣
溌
行
い
、
裁
判
仲
が
早
期
に
事
案
の
概
要
を

理
解
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

す
な
わ
ち
、
書
記
官
は
、
訴
訟
当
事
者
か
ら
訴
訟
進
行
に

有
用
な
情
報
の
収
集
を
行
う
こ
と
、
訴
状
の
実
質
的
記
載

事
項
や
添
付
書
類
に
つ
い
て
ま
で
審
査
を
行
い
、
そ
の
不

備
に
つ
い
て
は
裁
判
官
と
打
ち
合
わ
せ
の
上
、
補
正
の
促

し
を
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
す
。
ま
た
、
事
案
に
応
じ

て
、
法
令
判
例
等
の
調
査
や
事
案
概
要
メ
モ
等
を
作
成
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

争
い
の
あ
る
事
件
に
つ
い
て
は
、
争
点
整
理
手
続
へ
の

実
質
的
関
与
が
求
め
ら
れ
ま
す
が
、
そ
こ
で
は
ｊ
争
点
整

理
の
各
段
階
に
お
け
る
状
況
と
課
題
を
踏
ま
え
て
、
こ
れ

に
か
な
っ
た
実
質
的
な
準
備
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
す
る
と

と
も
に
、
当
事
者
の
準
備
状
況
を
踏
ま
え
、
裁
判
官
と
打

ち
合
わ
せ
の
上
、
更
に
事
案
の
解
明
を
進
め
る
た
め
の
活

動
に
つ
な
げ
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
そ
の
た
め

に
は
、
単
独
事
件
で
も
や
や
複
雑
な
事
件
を
中
心
に
、
裁

判
体
の
的
確
な
事
案
解
明
に
よ
る
円
滑
な
争
点
整
理
手
続

の
進
行
に
役
立
て
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
整
理
書
面
を

作
成
す
る
こ
と
が
効
果
的
で
す
。
整
理
書
面
は
、
事
案
の

内
容
や
審
理
充
実
事
務
の
習
熟
度
に
応
じ
て
、
時
系
列
表
、

陳
述
害
対
比
表
、
主
張
対
比
表
等
を
選
択
し
て
作
成
し
ま

す
が
、
い
ず
れ
も
、
要
件
事
件
や
様
式
に
と
ら
わ
れ
る
こ

と
な
く
、
争
点
整
理
の
過
程
で
準
備
書
面
等
に
記
載
さ
れ

た
生
の
事
実
を
も
と
に
、
主
要
事
実
に
と
ど
ま
ら
ず
間
接

事
実
レ
ベ
ル
ま
で
踏
み
込
ん
だ
整
理
を
行
う
も
の
で
あ
り
、

昏
白
″
■
ひ
口
甲
、
ロ
■
■
‐
合

は
、
書
記
官
の
コ
ー
ト
マ
ネ
ー
ジ
メ
・
ン
卜
事
務
の
充
実
を

背
景
に
～
同
法
の
趣
旨
に
治
っ
た
訴
訟
運
営
が
実
践
さ
れ

、
１
０
７
琢
一

記
官
の
コ
ー
ト
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
事
務
の
中
身
を
具
体
化

し
、
こ
れ
か
ら
の
漂
準
的
を
書
記
官
事
務
の
在
り
方
を
承

時
鍾
湧
棚
全
表
は
時
間
の
経
娠
這
に
罰
淌
ワ
た
形
で
事
実
を
墜
揃
暮
す

る
も
の
、
陳
述
書
対
比
表
は
当
事
者
の
陳
述
書
を
も
と
に

事
実
の
経
緯
を
対
比
し
て
整
理
す
る
も
の
、
主
張
対
比
表

は
準
備
書
面
等
に
お
け
る
生
張
を
対
比
し
整
理
し
た
も
の

と
し
て
作
成
さ
れ
ま
す
。
．
な
お
、
こ
れ
ら
の
整
理
書
面
の

作
成
に
当
た
っ
て
は
、
そ
れ
自
体
を
自
己
目
的
化
す
る
こ

と
な
く
、
目
的
に
照
ら
し
、
事
案
や
状
況
に
応
じ
て
柔
軟

に
対
応
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

‐
供
述
調
書
作
成
事
務
に
つ
い
て
は
、
整
理
書
面
の
作
成

を
は
じ
め
と
す
る
裁
判
体
の
事
案
解
明
行
為
に
書
記
官
が

参
画
す
る
こ
と
に
よ
り
、
書
記
官
が
事
案
そ
の
も
の
を
十

分
に
理
解
し
、
争
点
を
把
握
で
き
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を

要
領
調
書
の
効
率
的
か
つ
的
確
な
作
成
や
正
確
で
迅
速
な

裁
判
の
実
現
に
結
び
付
け
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

ま
た
、
書
記
官
に
よ
る
判
決
書
の
点
検
に
つ
い
て
は
、

判
決
書
の
形
式
的
事
項
は
も
ち
ろ
ん
、
当
事
者
の
主
張
、

事
実
や
争
点
の
摘
示
、
争
点
に
対
す
る
判
断
、
証
拠
の
引

用
、
法
令
の
適
用
や
判
例
の
引
用
等
の
内
容
面
に
つ
い
て

も
点
検
を
行
う
よ
う
に
心
掛
け
、
書
記
官
が
、
様
々
な
事

務
を
通
じ
て
得
た
情
報
、
知
識
等
を
、
正
確
で
迅
速
な
裁

判
の
実
現
に
結
び
付
け
て
い
く
の
が
相
当
で
す
。

ウ
こ
れ
か
ら
の
民
事
立
会
部
に
お
け
る
書
記
官
事
務

～
の
在
り
方

司
法
制
度
改
革
の
議
論
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
国
民

の
司
法
に
対
す
る
期
待
は
ま
す
ま
す
高
ま
っ
て
き
て
お
り
、

新
民
事
訴
訟
法
の
趣
旨
に
沿
っ
た
訴
訟
運
営
の
な
お
一
層

._一一一一.-.-
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の
浸
透
と
定
着
を
図
っ
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
既
に

述
べ
た
よ
う
に
、
指
針
に
掲
げ
た
事
務
は
、
新
民
事
訴
訟
‐

法
の
趣
旨
に
沿
っ
た
訴
訟
運
営
の
定
着
に
有
効
か
つ
汎
用

性
が
あ
る
も
の
で
あ
り
、
相
互
の
事
務
は
有
機
的
に
関
連

す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
こ
れ
ら
の
事
務
を
一
連
の

も
の
と
し
て
実
践
し
、
定
着
を
図
っ
て
い
く
こ
と
が
必
要

で
す
。
モ
デ
ル
部
及
び
モ
デ
ル
部
類
似
の
態
勢
の
部
は
も

と
よ
り
、
そ
れ
以
外
の
民
事
立
会
部
に
お
い
て
も
、
協
働

態
勢
の
深
化
の
度
合
い
等
の
各
庁
、
各
部
の
実
情
に
も
留

意
し
つ
つ
、
こ
れ
ら
の
事
務
の
実
践
と
定
着
に
積
極
的
に

取
り
組
ん
で
い
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
新
た

に
取
り
組
む
場
合
に
は
、
例
え
ば
、
一
定
数
の
事
件
を
選

ん
で
当
該
事
件
に
お
い
て
は
指
針
に
掲
げ
ら
れ
た
す
べ
て

の
事
務
を
実
践
し
て
み
る
と
い
う
方
法
や
、
全
事
件
を
対

象
と
し
て
取
り
組
み
や
す
い
事
務
か
ら
始
め
る
と
い
う
方

法
な
ど
が
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
後
者
の
方
法
を
採
っ
た
場

合
で
も
、
特
定
の
事
務
の
み
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、
将

来
的
に
は
、
各
種
事
務
を
一
連
の
も
の
と
し
て
実
践
す
る

方
向
を
目
指
し
て
参
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

な
お
、
こ
れ
か
ら
の
指
針
の
浸
透
及
び
定
着
状
況
を
踏

ま
え
、
標
準
的
な
訴
訟
の
一
層
迅
速
な
解
決
を
図
る
た
め

の
訴
訟
運
営
や
書
記
官
の
果
た
す
べ
き
役
割
を
協
議
す
る

た
め
、
各
高
裁
ブ
ロ
ッ
久
ご
と
に
民
事
立
会
部
充
実
強
化

協
議
会
及
び
民
事
首
次
席
書
記
官
協
議
会
が
企
画
さ
れ
て

い
ま
す
。
ま
た
、
害
研
主
催
の
民
事
実
務
研
究
会
に
つ
い

て
も
、
指
脚
刻
の
浸
透
の
岬
恢
会
と
し
た
い
と
霧
誓
え
て
い
き
す
。

す
。
例
え
ば
、
訴
訟
閣
僚
人
か
ら
の
情
報
収
集
の
在
り
方

や
そ
の
情
報
の
期
日
指
定
へ
の
活
用
方
法
等
の
視
点
が
求

I

さ
ら
に
、
本
年
度
の
書
記
官
実
務
研
究
で
は
、
研
究
テ
ー

マ
を
「
争
点
整
理
を
中
心
と
す
る
書
記
官
事
務
の
研
究
」

と
定
め
、
整
理
書
面
の
作
成
を
中
心
に
指
針
の
内
容
を
具

体
化
す
る
方
向
で
研
究
が
進
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
成
果

は
今
後
の
書
記
官
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
と
し
て
活
用
さ
れ
る
こ

と
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

２
刑
事
研
究
部
、
家
裁
研
究
係
及
び
簡
裁
研
究
係
の

展
開
及
び
研
究
の
状
況
等

戸
川
企
画
調
査
部
長
平
成
二
年
度
の
刑
事
研
究
部
、

家
裁
研
究
係
及
び
簡
裁
研
究
係
の
研
究
の
状
況
や
そ
の
成

果
、
今
後
の
課
題
等
に
つ
い
て
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

鹿
子
木
第
二
・
第
三
課
長
刑
事
研
究
部
、
家
裁
研
究

係
及
び
簡
裁
研
究
係
に
お
い
て
は
、
民
事
モ
デ
ル
部
と
同

様
に
、
《
い
ず
れ
も
将
来
に
お
け
る
職
員
構
成
の
変
化
等
を

も
視
野
に
置
き
つ
つ
、
こ
れ
か
ら
の
書
記
官
事
務
の
在
り

方
や
裁
判
部
の
在
り
方
等
に
つ
い
て
具
体
的
な
検
討
を
行

う
と
と
も
に
、
そ
こ
で
の
各
種
取
組
を
部
内
に
広
く
紹
介

す
る
こ
と
に
よ
り
、
事
務
改
善
に
役
立
て
る
、
言
わ
ば
、

パ
イ
ロ
ッ
ト
プ
ラ
ン
と
し
て
の
位
置
付
け
で
進
め
て
き
た

も
の
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
研
究
部
等
以
外
の
裁
判
部
に

お
い
て
も
、
研
究
部
等
の
取
組
の
う
ち
参
考
と
な
る
も
の

に
つ
い
て
は
、
で
き
る
も
の
か
ら
試
み
て
い
た
だ
き
た
い

と
考
え
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
趣
旨
か
ら
、
こ
れ
ま
で
も

研
究
部
等
の
取
組
状
況
を
広
く
情
報
提
供
し
て
き
た
と
こ

ろ
で
す
。
ア
刑
事
研
寵
部

域
刊
に
加
わ
っ
た
こ
と
か
ら
、
家
裁
調
査
官
と
の
連
犠
撒

ｒ
↑
塾
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
お
い
て
は
、
家

の
在
り
方
を
探
る
と
い
う
方
向
で
研
究
を
進
め
る
こ
と
が

１
Ｊ
え
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
少
年
研
究
係
で
は
、
Ｏ
Ａ
の
活

。
◆
写
季
も
今
や
且
■
■
●
■
０
■
、
ロ
●
ら
つ
○
Ｊ
■
Ｊ
ｐ
Ｑ
Ｄ
Ｄ
Ｉ
■
、
“
》
守
寺
四
一
一
●
一
、
Ｕ
〃
、
母
－
１

こ
れ
ま
で
の
研
究
に
お
い
て
は
通
形
骸
化
の
指
摘
の
あ
っ

た
書
記
官
の
事
前
準
備
事
務
等
に
つ
い
て
、
裁
判
官
と
の

協
働
態
勢
の
形
成
を
背
景
に
、
書
記
官
が
で
き
る
限
り
早

期
に
事
件
を
振
り
分
け
、
事
件
の
個
性
に
応
じ
た
効
果
的

な
事
前
準
備
を
進
め
て
い
く
た
め
、
訴
訟
関
係
人
か
ら
の

情
報
収
集
を
積
極
的
に
行
う
こ
と
が
研
究
さ
れ
、
そ
の
結

果
、
自
白
事
件
に
つ
い
て
は
、
情
状
証
人
の
確
保
な
ど
、

情
状
立
証
の
実
質
に
ま
で
踏
み
込
ん
だ
事
前
準
備
事
務
の

取
組
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
第
一
回
公
判
期
日
で
の

審
理
を
更
に
充
実
さ
せ
る
取
組
が
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
更
に
進
ん
で
、
否
認
事
件
の
う
ち
、
特
に
多
数
回

の
開
廷
を
要
し
な
史
い
わ
ゆ
る
中
規
模
否
認
事
件
に
つ

い
て
、
事
件
類
型
に
応
じ
た
望
ま
し
い
事
前
準
備
の
在
り

方
の
研
究
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
事
件
類
型

に
基
づ
い
て
、
書
記
官
が
積
極
的
に
争
点
を
把
握
し
、
当

事
者
の
意
見
を
調
整
し
て
、
結
審
ま
で
見
通
し
た
審
理
計

画
の
立
案
を
行
っ
た
り
、
第
一
回
公
判
期
日
か
ら
検
察
官

側
の
証
人
尋
問
を
実
施
で
き
る
よ
う
準
備
し
、
さ
ら
に
は
、

第
一
回
公
判
期
日
以
降
の
期
日
間
準
備
に
お
い
て
も
柔
軟

に
審
理
を
進
行
さ
せ
て
い
く
な
ど
し
て
、
・
こ
れ
ま
で
以
上

に
書
記
官
が
積
極
的
か
つ
能
動
的
に
事
前
準
備
事
務
等
に

取
り
組
み
、
そ
の
結
果
を
訴
訟
運
営
に
反
映
さ
せ
る
な
ど

の
方
向
で
研
究
が
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。

平
成
一
二
年
度
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
研
究
の
方

向
性
を
維
持
し
な
が
ら
、
様
々
な
あ
い
路
の
克
服
策
を
含

め
、
具
佐
撫
的
に
愈
則
爺
を
深
め
る
こ
と
が
郵
捌
除
さ
れ
て
い
ま

､
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研
究
や
、
要
旨
調
費
要
領
調
書
の
在
り
方
に
つ
い
て
も
職
種
と
の
共
有
を
図
る
取
組
が
行
わ
れ
る
な
ど
一
定
の
成

二
、
犯
罪
類
型
ご
と
に
供
述
内
容
等
に
応
じ
て
過
不
足
の
な
い
果
が
表
れ
て
い
ま
す
。
少
年
研
究
係
で
は
、
在
宅
事
件
を

的
確
な
供
述
録
取
を
行
う
た
め
の
研
究
を
よ
り
深
め
て
い
中
心
と
し
た
日
常
的
な
事
件
に
お
け
る
法
的
調
査
を
効
率

く
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
、
調
査
事
務
の
在
的
に
行
う
取
組
、
ま
た
、
い
わ
ゆ
る
「
三
者
カ
ン
フ
ァ
レ

リ
方
に
つ
い
て
は
、
調
査
を
行
う
目
的
、
方
式
へ
報
告
の
‐
ン
ス
」
の
在
り
方
な
ど
適
正
迅
速
な
事
件
処
理
の
た
め
の

在
り
方
、
調
査
結
果
の
活
用
等
に
つ
い
て
研
究
に
取
り
組
各
職
種
間
に
お
け
る
様
々
な
連
携
の
在
り
方
に
つ
い
て
の

一
一
β

む
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。
よ
り
深
化
し
た
取
組
な
ど
一
定
の
成
果
が
現
れ
て
い
ま
す
。

‐
な
お
、
本
年
三
月
、
書
記
官
研
修
所
に
お
い
て
、
平
成
研
究
状
況
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
近
日
中
に
配
布
予
定
の

一
○
年
度
書
記
官
実
務
研
究
と
し
て
行
わ
れ
た
「
刑
事
否
「
家
裁
研
究
係
に
お
け
る
研
究
実
施
状
況
」
を
参
考
に
し

・
認
事
件
に
お
け
る
進
行
管
理
事
務
の
研
究
」
の
報
告
書
が
て
く
だ
さ
い
。

一
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
研
崎
に
お
い
て
は
、
中
規
模
否
乎
成
一
二
年
度
に
お
い
て
は
、
従
前
の
研
究
状
況
を
踏

認
事
件
を
題
材
と
し
て
、
こ
れ
か
ら
の
刑
事
公
判
部
に
お
ま
え
、
家
事
研
究
係
で
は
、
こ
れ
ま
で
と
か
く
個
別
的
、

一
一

け
る
審
理
充
実
に
向
け
た
刑
事
書
記
官
事
務
の
在
り
方
に
断
片
的
な
取
組
に
と
ど
ま
る
傾
向
に
あ
っ
た
と
こ
ろ
、
例

関
す
る
一
つ
の
考
え
方
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
刑
事
公
判
え
ば
、
事
件
類
型
ご
と
の
調
停
・
審
判
の
運
営
の
在
り
方

部
の
書
記
官
が
、
今
後
、
こ
の
報
告
書
を
た
た
き
台
と
じ
に
つ
い
て
、
裁
判
官
、
書
記
官
３
家
裁
調
査
官
が
認
識
を

て
、
一
般
的
な
審
理
方
針
を
裁
判
官
と
打
ち
合
わ
せ
る
等
共
通
に
し
た
上
で
、
個
別
的
、
断
片
的
な
取
組
を
手
続
の

し
て
、
裁
判
官
と
の
協
働
態
勢
の
下
、
進
行
管
理
事
務
を
流
れ
の
中
に
位
置
づ
け
、
ど
の
よ
う
に
有
機
的
に
関
連
さ

一
ノ
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行
う
等
、
刑
事
事
件
に
お
け
る
審
理
充
実
事
務
に
積
極
的

に
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

イ
家
裁
研
究
係

平
成
二
年
度
か
ら
は
、
家
裁
調
査
官
が
正
式
な
メ
ン

,‐~、
ノ

せ
て
い
く
か
と
の
観
点
か
ら
研
究
を
深
め
る
こ
と
が
期
待

さ
れ
ま
す
。
中
で
も
、
遺
産
分
割
事
件
に
つ
い
て
は
、
事

前
準
備
や
期
日
間
準
備
を
通
じ
て
早
期
に
事
件
の
概
要
を

把
握
し
、
そ
の
後
の
争
点
整
理
過
程
へ
の
積
極
的
な
関
与１

ノ
〆

向
性
を
維
持
し
な
が

め
、
具
侭
的
に
研
究

考
え
ら
れ
ま
す
。
ま
た
八
少
年
研
究
係
で
は
、
Ｏ
Ａ
の
活

用
な
ど
に
よ
り
、
事
務
全
体
の
効
率
的
な
処
理
に
つ
い
て

検
討
を
進
め
る
一
方
で
、
よ
り
実
質
的
な
関
与
が
求
め
ら

れ
る
否
認
事
件
や
多
数
共
犯
事
件
な
ど
の
複
雑
困
難
な
事

件
処
理
に
つ
い
て
の
事
例
の
集
積
を
図
る
研
究
を
深
め
る

こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

な
お
、
東
京
家
裁
家
事
五
部
、
大
阪
家
裁
家
事
三
部
甲

に
お
い
て
は
遺
産
分
割
事
件
の
、
同
少
年
二
部
の
特
定
研

究
部
に
お
い
て
は
少
年
の
否
認
事
件
の
事
件
処
理
の
在
り

方
に
つ
い
て
、
専
門
的
な
研
究
を
行
っ
て
い
ま
す
が
、
平

成
一
二
年
度
は
、
少
年
保
護
事
件
の
新
受
件
数
が
最
も
多

い
庁
で
あ
る
東
京
家
裁
の
少
年
二
部
に
つ
い
て
も
新
た
に

特
定
研
究
部
を
設
置
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

ウ
簡
裁
研
究
係

こ
れ
ま
で
の
研
究
に
お
い
て
は
、
大
量
に
係
属
し
、
事

件
数
を
大
幅
に
押
し
上
げ
る
原
因
と
な
っ
て
い
る
貸
金
業

者
等
を
一
方
当
事
者
と
す
る
大
量
の
訴
訟
事
件
及
び
債
務

弁
済
協
定
調
停
事
件
の
処
理
に
研
究
の
重
点
が
置
か
れ
て

き
た
と
こ
ろ
で
す
が
、
そ
の
結
果
が
大
量
の
事
件
を
適
正

か
つ
効
率
的
に
処
理
す
る
方
策
に
つ
い
て
の
工
夫
例
が
数

多
く
集
積
さ
れ
、
相
当
の
成
果
が
上
が
っ
て
い
る
状
況
に
ゞ

あ
り
ま
す
。

平
成
一
二
年
度
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
に
あ

る
こ
と
及
び
法
律
に
は
素
人
で
あ
る
一
般
市
民
の
当
事
者

が
多
く
、
後
見
的
な
役
割
も
期
待
さ
れ
る
と
い
う
簡
裁
の

の
在
り
坐
″
を
探
る
と

ら
、
様
々
な
あ
い
路
α
更
別
謀
遺
言

を
深
め
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
ま

い
瞳
７
方
向
で
研
究
を
進
め
る
↑
こ
と
が

－－一一一一一
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特
質
を
踏
ま
え
、
少
額
訴
訟
事
件
を
含
む
一
般
市
民
間
の

訴
訟
事
件
及
び
債
務
弁
済
協
定
以
外
の
調
停
事
件
に
研
究

の
重
点
を
移
し
、
裁
判
所
の
後
見
的
役
割
、
書
記
官
の
事

前
準
備
等
で
の
よ
り
実
質
的
か
つ
積
極
的
な
関
与
の
在
り

方
に
つ
い
て
研
究
を
深
め
て
い
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い

ま
す
。
具
体
的
に
は
、
一
般
市
民
間
の
訴
訟
事
件
に
お
い
て
は
、

事
件
の
内
容
が
バ
ラ
エ
デ
ィ
ー
に
富
ん
だ
も
の
で
あ
る
こ

と
も
意
識
し
つ
つ
、
少
額
訴
訟
事
件
の
処
理
で
培
っ
た
ノ

ウ
ハ
ウ
を
活
用
す
る
と
と
も
に
、
司
法
委
員
と
の
連
携
の

在
り
方
等
に
つ
い
て
も
研
究
を
進
め
、
一
般
調
停
事
件
に

ヘ
ロ

お
い
て
は
、
事
件
類
型
に
応
じ
た
調
停
事
件
の
処
理
の
流

れ
に
つ
い
て
関
係
職
種
間
の
認
識
を
共
通
に
し
た
上
で
、

書
記
官
の
関
与
の
在
り
方
に
つ
い
て
研
究
を
進
め
る
こ
と

が
考
え
ら
れ
ま
す
。

簡
裁
の
刑
事
訴
訟
事
件
に
お
い
て
も
地
裁
と
同
様
に
、

／
書
記
官
は
？
裁
判
官
の
訴
訟
運
営
方
針
を
理
解
Ｌ
た
上
で
、

公
判
審
理
の
円
滑
な
進
行
と
充
実
し
た
証
拠
調
べ
の
実
現

を
目
指
し
へ
訴
訟
関
係
人
に
的
確
な
事
前
準
備
等
を
促
す

役
割
を
担
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
研
究
係
で
は
、
地
裁

と
も
連
携
を
図
り
な
が
ら
、
従
前
の
研
究
成
果
を
踏
ま
え
、

事
前
準
備
の
定
着
等
に
向
け
た
研
究
を
引
き
続
き
行
う
こ

と
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

３
録
音
反
訳
方
式
の
現
状
と
展
望

に
つ
い
て
も
信
頬
の
置
け
る
業
者
を
患
定
し
て
い
ま
す
。

録
音
反
訳
方
式
の
今
後
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で

雁
つ
い
て
婚
記
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。
も
に

戸
川
企
画
調
査
剖
長
録
音
反
訳
方
式
の
現
状
と
展
望
れ
た
実実

鹿
子
木
第
二
。
第
三
課
長

平
成
一
二
年
度
に
お
け
る
録
音
反
訳
方
式
の
導
入
に
当

た
っ
て
は
、
こ
れ
ま
で
と
同
様
に
、
増
大
す
る
と
予
想
さ

れ
る
逐
語
録
需
要
に
的
確
か
つ
機
動
的
に
応
え
る
と
い
う

録
音
反
訳
方
式
の
導
入
趣
旨
に
基
づ
き
７
速
記
官
の
減
少

に
対
す
る
対
応
策
と
し
て
の
導
入
を
基
本
と
し
つ
つ
、
速

記
官
不
配
置
支
部
等
に
お
い
て
も
、
逐
語
録
需
要
に
機
動

的
に
対
応
し
、
容
量
的
に
も
十
分
に
対
応
で
き
る
よ
う
な

逐
語
録
作
成
態
勢
を
整
え
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
録
音
反

訳
方
式
の
導
入
庁
を
拡
大
し
ま
し
た
。

こ
の
結
果
、
平
成
一
二
年
四
月
現
在
の
録
音
反
訳
方
式

利
用
庁
は
、
高
裁
本
庁
四
庁
、
高
裁
支
部
三
庁
、
地
裁
本

庁
四
○
庁
§
地
裁
支
部
一
四
四
庁
に
な
り
ま
し
た
。

録
音
反
訳
方
式
の
導
入
趣
旨
に
沿
っ
た
適
正
な
利
用
の

在
り
方
に
つ
い
て
は
、
書
記
官
事
務
の
観
点
か
ら
も
十
分

検
討
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

も
と
よ
り
、
録
音
反
訳
方
式
を
利
用
す
る
か
ど
う
か
は
各

裁
判
体
の
判
断
に
よ
る
も
の
で
す
が
、
と
も
す
れ
ば
そ
の

利
用
が
安
易
に
流
れ
る
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。
事
案
や
供

述
内
容
に
即
し
た
供
述
録
取
方
法
を
選
択
し
、
真
に
逐
語

録
が
必
要
な
も
の
に
つ
い
て
録
音
反
訳
方
式
を
利
用
す
る

と
い
う
趣
旨
を
理
解
し
、
適
正
な
利
用
に
努
め
て
い
た
だ

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

録
音
反
訳
方
式
の
運
用
に
お
い
て
は
、
各
庁
で
定
め
ら

嘘
で
も
、
平
成
一
二
年
三
月

龍
少
」
た
姓
つ
余
に
塞
宮
詞
恥
昏
員
諏
肌
孵
珍

施
要
領
に
従
っ
て
確
実
な
事
務
処
理
を
行
う
と
と

、
当
事
者
等
に
対
す
る
尋
問
中
の
習
意
事
項
の
周
知

所
入
所
試
験
（
Ｃ
Ｅ
）
に
っ
、
剛
亭
の
ポ
ス
ト
の
増
設
に
つ
い
て
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
．

》

に
三
人
が
研
修
を
修
了
し
、
＃
田
中
任
用
課
長

（

と
協
力
要
請
、
反
訳
者
へ
の
情
報
提
供
と
し
て
必
要
か
つ

十
分
な
立
会
い
メ
モ
の
作
成
と
添
付
資
料
の
選
別
、
適
切

な
校
正
処
理
等
に
つ
い
く
よ
り
良
い
反
訳
書
作
成
の
た

め
の
工
夫
を
行
っ
て
、
円
滑
な
運
用
と
効
率
的
な
事
務
処

理
逮
図
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
ｐ
ま
た
、
庁
全

体
と
し
て
も
運
用
の
フ
ォ
ロ
ー
ヌ
ッ
プ
を
行
い
、
必
要
に

応
じ
て
実
施
要
領
を
見
直
す
等
、
円
滑
な
運
用
の
確
保
に

努
め
て
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

な
お
、
録
音
反
訳
方
式
の
円
滑
な
運
用
の
た
め
の
参
考

資
料
を
ま
と
め
た
「
録
音
反
訳
参
考
資
料
」
を
平
成
一
○

年
一
○
月
に
各
庁
に
配
布
し
て
い
ま
す
が
，
こ
の
「
録
音

反
訳
参
考
資
料
」
に
つ
い
て
は
、
今
後
も
適
宜
ア
ッ
プ
・

ツ
ー
・
デ
ー
ト
な
も
の
と
な
る
よ
う
改
訂
し
て
い
き
た
い

と
考
え
て
い
ま
す
。

反
訳
に
つ
い
て
は
、
財
団
法
人
司
法
協
会
と
民
間
業
者

へ
委
託
し
て
い
ま
す
が
、
司
法
協
会
に
つ
い
て
は
、
裁
判

所
職
員
の
Ｏ
Ｂ
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
団
体
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
今
後
、
そ
の
反
訳
態
勢
を
飛
躍
的
に
増
大
さ

せ
て
い
く
こ
と
が
困
難
な
面
も
あ
り
、
一
方
、
逐
語
録
需

要
は
、
今
後
ま
す
ま
す
増
大
す
る
と
予
想
さ
れ
る
こ
と
か

ら
、
今
後
の
逐
語
録
需
要
に
的
確
に
対
応
し
て
い
く
た
め

に
は
、
民
間
業
者
に
よ
る
反
訳
態
勢
も
確
保
し
て
い
く
必

要
が
あ
る
と
考
え
、
業
務
委
託
す
る
民
間
業
者
を
本
年
度

か
ら
新
た
に
三
社
加
え
へ
計
七
社
と
し
ま
し
た
。
民
間
業

者
へ
％
の
委
託
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
業
務
内
容
等
を
十
分

に
調
査
手
し
、
良
質
な
一
反
訳
書
が
膳
際
で
き
、
秘
密
蒔
聡
待
等

｡
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に
つ
い
て
も
信
頼
の
置
け
る
業
者
を
選
定
し
て
い
ま
す
。

録
音
反
訳
方
式
の
今
後
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で

具
体
的
に
申
し
上
げ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
れ
が
、
緩
や
か

に
録
音
反
訳
方
式
へ
の
移
行
を
図
る
と
い
う
基
本
方
針
及

び
先
ほ
ど
申
し
上
げ
た
適
正
な
利
用
の
確
保
の
観
点
も
踏

ま
え
た
上
、
各
庁
の
逐
語
録
需
要
に
応
じ
て
展
開
し
て
い

く
こ
と
に
な
る
も
の
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

３
速
記
官
か
ら
の
転
官
に
つ
い
て

戸
川
企
画
調
査
部
長
速
記
官
か
ら
の
転
官
状
況
に
つ

い
て
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
・

田
中
任
用
課
長
平
成
一
○
年
度
か
ら
実
施
し
て
い
る

書
記
官
任
用
研
修
に
よ
る
速
記
官
か
ら
の
転
官
者
は
、
平

成
一
○
年
度
が
四
○
人
、
平
成
二
年
度
が
四
三
人
で
、

平
成
一
二
年
度
は
二
七
人
の
速
記
官
が
、
八
月
の
転
官
に

向
け
て
、
現
在
研
修
中
で
す
。
，

戸
川
企
画
調
査
部
長
録
音
反
訳
方
式
の
現
状
と
展
望

に
つ
い
て
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
一
・

こ
れ
と
は
別
に
１
速
記
官
で
、
書
記
官
任
用
試
験
（
Ｃ

Ｐ
）
に
合
格
し
て
書
記
官
に
転
官
し
た
職
員
は
、
平
成
一

○
年
度
が
一
七
人
、
平
成
二
年
度
が
九
人
、
平
成
一
二

年
度
が
一
五
人
で
す
。
ま
た
、
平
成
九
年
度
か
ら
受
験
が

湿
一
一

1

1

１
■
】
■
■
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＆
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れ
た
実
施
要
領
に
従
っ
て
確
実
な
事
務
処
理
を
行
う
と
と

も
に
、
当
事
者
等
に
対
す
る
尋
問
中
の
留
意
事
項
の
周
知

可
能
と
濁
っ
た
書
畢
記
冨
研
修
所
入
所
試
隙
（
Ｃ
Ｅ
）
に
つ

い
て
も
、
平
成
一
二
年
三
月
に
三
人
が
研
修
を
修
了
し
、

現
在
も
九
人
が
研
修
中
で
す
。

以
上
の
よ
う
に
、
速
記
官
か
ら
転
官
し
た
職
員
は
相
当

数
に
上
っ
て
き
て
い
ま
す
し
、
平
成
一
○
年
に
転
官
し
た

職
員
職
、
平
成
三
一
年
四
月
で
三
年
を
経
過
し
ま
す
の
で
、

今
後
は
、
執
行
・
破
産
、
家
事
、
簡
裁
と
い
っ
た
分
野
に

も
進
出
し
て
い
っ
て
も
ら
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
ま
す
。

こ
れ
ま
で
も
お
願
い
し
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
が
へ

速
記
官
か
ら
転
官
し
た
職
員
は
、
書
記
官
と
し
て
や
っ
て

い
け
る
か
ど
う
か
不
安
を
持
ち
な
が
ら
、
少
し
で
も
早
く

一
人
前
の
書
記
官
と
し
て
認
め
ら
れ
た
い
と
精
一
杯
の
努

力
を
し
て
お
り
ま
す
。
現
在
書
記
官
と
し
て
活
躍
し
て
い

る
皆
さ
ん
も
、
書
記
官
に
任
官
し
た
当
初
は
、
同
じ
よ
う

な
不
安
を
持
た
れ
た
御
経
験
が
あ
る
の
で
は
濯
い
で
し
よ

う
か
。
そ
の
よ
う
な
と
き
の
先
輩
書
記
官
の
一
言
は
非
常

に
嬉
し
ぷ
、
か
つ
、
頼
も
し
く
感
じ
ら
れ
た
は
ず
で
す
。

こ
の
場
を
お
借
り
し
て
、
優
し
く
、
思
い
や
り
の
あ
る
ア

ド
バ
イ
ス
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

書
記
官
の
任
用
政
策
に
つ
い
て

１
書
記
官
の
増
員
と
主
任
書
記
官
等
の
ポ
ス
ト
の
増

ル
又

二
一
口

戸
川
企
画
調
査
部
長
書
記
官
の
増
員
と
主
任
書
記
官

四
書
記
官
の
任
用
上
の
諸
問
題

Ｉ
ｉ
Ｉ

、
ノ

一一

雲
吋
の
ポ
，
Ｘ
，
卜
の
増
設
に

者
へ
の
委
託
に
当
た
一
一

に
調
査
し
、
良
質
な
反

田
中
任
用
課
長

ア
書
記
官
の
増
員
に
つ
い
て

平
成
一
○
年
度
予
算
、
平
成
二
年
度
予
算
で
は
、
適

正
迅
速
左
裁
判
を
よ
り
一
層
実
現
し
て
い
く
た
め
、
コ
ー

ト
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
と
し
て
の
役
割
の
拡
大
強
化
と
と
も
に
＄

裁
判
部
に
お
け
る
書
記
官
の
櫛
成
比
率
を
大
幅
に
高
め
て

い
く
必
要
が
あ
る
と
す
る
参
事
官
室
提
言
を
受
け
て
、
裁

判
部
の
充
実
強
化
を
図
る
た
め
に
必
要
な
人
員
を
計
画
的

に
確
保
す
る
と
の
観
点
を
も
入
れ
て
増
員
要
求
を
行
っ
た

結
果
、
事
務
官
か
ら
書
記
官
へ
の
振
替
、
速
記
官
か
ら
書

記
官
へ
の
振
替
と
い
う
手
法
に
よ
る
も
の
も
含
め
、
書
記

官
定
員
に
つ
い
て
は
、
約
二
五
○
の
書
記
官
定
員
の
増
加

が
認
め
ら
れ
た
こ
と
は
、
御
承
知
の
と
お
り
で
す
。
平
成

一
二
年
度
予
算
に
お
い
て
も
、
同
様
の
方
法
で
増
員
要
求

を
行
っ
た
結
果
、
四
○
人
の
増
員
を
含
む
二
四
○
人
の
増

加
が
認
め
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
三
年
間
で
の
書
記
官
定
員

の
大
幅
な
増
加
は
、
裁
判
部
の
充
実
強
化
に
大
い
に
寄
与

１

し
て
い
る
も
の
と
考
え
て
い
ま
す
。

今
後
の
書
記
官
の
増
加
の
見
通
し
に
つ
い
て
は
、
事
件

数
の
動
向
等
と
も
か
か
わ
っ
て
き
ま
す
の
で
、
現
時
点
で

具
体
的
な
見
通
し
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん

が
、
書
記
官
総
数
を
増
加
さ
せ
、
裁
判
部
に
お
け
る
書
記

官
の
構
成
比
率
を
高
め
て
い
く
こ
と
が
、
裁
判
部
の
充
実
、

ひ
い
て
は
適
正
迅
速
な
裁
判
に
対
す
る
国
民
の
負
託
に
応

鱈
冬
ゐ
こ
と
に
つ
な
が
る
も
の
と
考
え
て
い
ま
す
の
で
、
今

て
脳
そ
ひ
．
笥
認
Ｐ
そ
色
元
も
１
う

訳
書
が
確
保
で
き
、
秘
密
保
持
等

つ
い
て
お
韻
仰
か
蝿
葱
〃
く
接
ル
蚤
こ
い
．

卜
８
１

』
一一一七
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後
と
も
努
力
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
Ｑ

イ
主
任
書
記
官
等
の
ポ
ス
ト
に
つ
い
て

官
職
増
設
に
つ
い
て
の
財
政
当
局
の
姿
勢
は
、
前
述
の

と
お
り
、
極
め
て
厳
し
い
も
の
で
し
た
。
主
任
書
記
官
ポ

ス
ト
の
増
設
に
か
か
る
折
衝
は
、
管
理
職
ポ
ス
ト
の
著
し

い
増
大
と
な
る
こ
と
、
本
庁
課
長
並
み
の
ポ
ス
ト
を
相
当

数
増
設
す
る
こ
と
は
、
総
人
件
費
極
力
抑
制
と
い
う
基
本

方
針
に
抵
触
す
る
こ
と
な
ど
か
ら
非
常
に
難
航
し
ま
し
た

が
、
新
民
事
訴
訟
法
施
行
や
、
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
を

踏
ま
え
て
、
裁
判
部
の
充
実
強
化
と
い
う
視
点
を
前
面
に

押
し
出
し
、
事
件
が
増
加
し
、
そ
の
内
容
も
複
雑
困
難
化

す
る
中
で
、
よ
り
一
層
適
正
迅
速
な
裁
判
を
実
現
し
て
い

く
た
め
に
、
書
記
官
の
役
割
が
一
層
重
要
と
な
る
こ
と
、

そ
れ
に
伴
っ
て
、
書
記
官
に
対
す
る
管
理
・
調
整
の
必
要

性
が
増
大
し
て
い
る
こ
と
等
を
説
明
し
た
結
果
、
平
成
一

二
年
度
予
算
で
は
、
前
年
度
実
績
を
上
回
る
三
四
（
前
年

度
三
二
。
七
箇
年
度
分
で
一
七
五
）
の
増
設
を
実
現
す
る

と
い
う
大
き
な
成
果
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

主
任
書
記
官
ポ
ス
ト
の
増
設
に
つ
い
て
は
、
少
量
退
職

期
に
お
け
る
書
記
官
の
昇
任
機
会
の
減
少
に
対
処
す
る
と

い
う
効
果
が
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
で
す
が
、
適

正
迅
速
な
裁
判
に
実
現
に
向
け
て
、
裁
判
部
の
職
員
が
十

分
に
能
力
を
発
揮
で
き
る
よ
う
な
指
導
態
勢
を
構
築
し
て

い
く
必
要
性
が
よ
り
強
ま
っ
て
い
ま
す
の
で
、
今
後
も
引

き
続
き
主
任
書
記
官
ポ
ス
ト
の
増
設
に
向
け
て
の
努
力
を

涛
隙
〃
て
い
彩
己
一
た
い
と
妾
？
凡
て
い
手
ま
排
？
。

ま
し
た
‐
こ
の
制
度
は
＄
平
成
ご
亘
年
四
月
か
ら
公
的
年
即
再
任
婁
用
さ
れ
る
官
職
に
つ
い
、
て
は
、
書
記
官
（
有

金
の
満
額
支
給
開
始
年
齢
が
引
き
上
げ
ら
れ
る
と
い
う
状
へ
；
資
格
者
）
の
場
合
は
、
書
記
官
又
は
事
務
官
と
す
る
。

ま
た
、
大
規
模
地
裁
の
大
規
模
な
部
に
お
い
責
多
く

の
部
下
職
員
を
抱
え
て
極
め
て
重
い
職
責
を
担
う
主
任
書

記
官
の
給
与
格
付
け
の
改
善
を
図
る
た
め
、
財
政
当
局
と

折
衝
を
重
ね
た
結
果
、
平
成
一
○
年
度
予
算
で
は
じ
め
て

九
級
切
上
げ
が
認
め
ら
れ
、
そ
の
後
も
、
平
成
二
年
度

九

予
算
、
平
成
一
二
年
度
予
算
で
同
様
に
切
上
げ
が
認
め
ら

れ
て
き
て
い
ま
す
。
こ
の
切
上
げ
を
受
け
て
、
こ
れ
ま
で

に
、
東
京
地
裁
執
行
部
等
源
堕
ハ
、
大
阪
地
裁
執
行
部
等
に

三
の
総
括
主
任
書
記
官
ポ
ス
ト
の
増
設
を
行
っ
て
き
て
い

ま
す
。
主
任
書
記
官
九
級
切
上
げ
は
、
書
記
官
の
処
遇
改
善
に

資
す
る
こ
と
は
も
と
よ
り
、
書
記
官
全
体
の
官
職
評
価
の

引
上
げ
に
も
つ
な
が
り
ま
す
の
で
、
引
き
続
き
努
力
を
続

け
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
た
だ
、
九
級
は
、
行

政
官
庁
で
は
、
「
困
難
な
業
務
を
所
掌
す
る
府
県
単
位
機

関
の
長
」
に
つ
い
て
よ
う
や
く
格
付
け
ら
れ
る
職
務
の
級

で
あ
る
た
め
、
そ
の
拡
大
に
つ
い
て
は
、
一
定
の
限
界
が

あ
る
こ
と
は
理
解
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

２
少
量
退
職
期
に
お
け
る
書
記
官
の
異
動
、
配
置
に

り
ず

つ
い
て

戸
川
企
画
調
査
部
長
少
量
退
職
期
に
お
け
る
書
記
官

の
異
動
、
配
置
に
つ
い
て
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

田
中
任
用
課
長
御
承
知
の
と
お
り
、
書
記
官
に
つ
い

て
は
、
現
在
、
少
量
退
職
期
を
迎
え
て
お
り
、
書
記
官
有

資
格
者
の
定
年
退
職
者
は
、
乎
成
元
年
度
に
四
三
七
人
で

？

あ
っ
た
も
の
が
、
最
近
一
三
年
間
で
は
、
平
成
九
年
度
が
九

＄
■

』

わ

3
■

j

p

I

■

＆
、

l

t
r
等

し

む

か
●
●
争
口
ｂ
■
Ｉ
■
℃

五
人
、
平
成
一
○
年
度
が
四
八
人
、
平
成
』
一
年
度
が
五

四
人
と
、
少
量
退
職
期
の
ボ
ト
ム
期
に
あ
り
、
今
後
多
少

上
向
い
て
は
く
る
も
の
の
、
な
お
し
ば
ら
く
は
こ
の
よ
う

な
状
況
が
続
く
も
の
と
予
想
さ
れ
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
少
量
退
職
期
に
お
い
て
は
、
大
量
退
職
期

に
比
べ
、
書
記
官
の
昇
進
の
機
会
が
減
少
し
、
長
期
間
特

定
ポ
ス
ト
に
滞
留
す
る
な
ど
様
々
な
任
用
上
の
諸
問
題
が

生
じ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
こ
れ
ら
諸
般
の

事
情
を
考
慮
し
て
、
こ
れ
ま
で
も
、
次
席
書
記
官
、
総
括

主
任
書
記
官
、
主
任
書
記
官
等
の
昇
任
ポ
ス
ト
の
増
設
を

図
る
と
と
も
に
、
成
績
主
義
、
能
力
主
義
に
よ
る
メ
リ
ハ

リ
の
効
い
た
任
用
配
置
を
行
う
な
ど
の
任
用
上
の
施
策
を
・

講
じ
て
き
ま
し
た
。
先
に
説
明
し
ま
し
た
と
お
り
、
主
任

書
記
官
等
の
昇
任
ポ
ス
ト
の
増
設
等
の
関
係
で
、
こ
こ
数

年
相
当
数
が
実
現
さ
れ
、
裁
判
部
の
充
実
強
化
の
面
で
も

一
定
の
成
果
を
上
げ
て
き
た
も
の
と
思
っ
て
い
ま
す
。
今

後
と
も
、
こ
れ
ら
の
施
策
を
推
し
進
め
、
昇
進
機
会
の
減

少
に
対
処
す
る
と
と
も
に
、
組
織
の
活
性
化
を
こ
れ
ま
で

以
上
に
図
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

３
新
再
任
用
制
度
の
運
用
・
政
策
に
つ
い
て
‐

戸
川
企
画
調
査
部
長
新
再
任
用
制
度
の
運
用
・
政
策

に
つ
い
て
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

田
中
任
用
課
長
平
成
二
年
七
月
一
日
に
、
「
国
家

公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
が
成
立
し
、
平

成
一
三
年
四
月
か
ら
、
新
し
い
再
任
用
制
度
（
以
下
「
新

再
任
用
制
度
」
と
い
う
。
）
が
施
行
さ
れ
る
こ
と
と
を
書
り

退
職
予
定
者
（
平
成
二
二
年
度
新
再
任
用
制
度
対
象
者
）

》
対
し
旦
丹
任
用
希
望
の
有
無
並
び
に
希
望
す
る
勤
務
地
、

、
■
け
里
■
Ｐ
Ｆ
Ｄ
。
■
■
日
日
、
▼
か
。
幸
・
一
等
、
Ｔ
０
Ｊ
ゲ
ザ
■
口
り
ゐ
〃
２
コ
、
き
き
彦
争
寺
■
勺
１
Ｊ
■
．
Ｉ
司
州
１
１
日
■
Ｊ
、
■
ノ
ユ
！
、
守
宮
１
Ｊ
一
．
訣
了
ｆ
」

■■弓三二垂二二二ざご二－二一三二章菫： 一
勺
一

Ｔ
ｊ

－

－

一
一二二二
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』

Ｍ

可

典

〃

〃

画

、

、

、

、

》

‐

岬

唖

亥

《

一

汗

酌

一

庖

一

唖

蜘

叩

叶

●

醇

、

’

『

〃

“

ハ

Ｐ

戸

肖

も

■

ｇ

ｈ

１

『

隈

同

Ｊ

や

二

・

今

や

０

■

Ｉ

◆

き
続
き
主
任
書
記
官
ポ
ス
ト
の
増
設
に
向
け
て
の
努
力
を

続
け
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

ま
し
た
。
こ
の
制
度
は
、
平
成
ご
二
年
四
月
か
●
ら
雲
公
的
年

金
の
満
額
支
給
開
始
年
齢
が
引
き
上
げ
ら
れ
る
と
い
う
状

況
を
踏
ま
え
、
職
員
が
定
年
退
職
後
の
生
活
に
不
安
を
覚

え
る
こ
と
な
く
職
務
に
専
念
で
き
る
よ
う
雇
用
と
年
金
と

の
連
携
を
図
る
と
と
も
に
、
長
年
培
っ
た
能
力
・
経
験
を

有
効
に
発
揮
し
て
も
ら
う
と
の
趣
旨
か
ら
、
現
行
の
定
年

年
齢
を
維
持
し
た
上
で
、
定
員
の
枠
内
で
新
た
に
再
任
用

す
る
と
い
う
も
の
で
す
の
で
、
す
べ
て
の
職
種
が
再
任
用

の
対
象
と
な
り
ま
す
。
給
与
に
つ
い
て
は
、
六
○
歳
代
前

半
期
の
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
に
見
合
う
、
世
間
相
場
を
踏
ま

え
た
妥
当
な
も
の
と
す
る
と
い
う
趣
旨
か
ら
、
各
級
ご
と

に
単
一
の
俸
給
月
額
が
新
た
に
設
定
さ
れ
、
手
当
等
に
つ

い
て
も
、
定
年
前
職
員
と
は
異
な
る
定
め
が
一
部
な
さ
れ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
定
年
前
職
員
と
同
様
の
え
ル
タ
イ
ム

勤
務
に
加
え
、
柔
軟
な
勤
務
形
態
と
し
て
短
時
間
勤
務
制

度
が
新
た
に
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

裁
判
所
に
お
い
て
は
、
こ
の
●
よ
う
な
新
再
任
用
制
度
の

趣
旨
を
十
分
踏
ま
え
つ
つ
、
先
に
行
っ
た
平
成
二
年
四

月
一
日
現
在
で
五
○
歳
以
上
の
う
ち
、
同
制
度
の
対
象
と

な
る
全
職
員
を
対
象
と
し
た
就
労
意
識
調
査
の
結
果
等
を

も
総
合
的
に
考
慮
し
た
結
果
、
同
制
度
の
運
用
方
針
（
骨

子
）
を
次
の
と
お
り
と
し
ま
し
た
。

ア
同
制
度
の
趣
旨
に
か
ん
が
み
、
職
務
に
対
す
る
意

欲
と
能
力
を
有
し
、
再
任
用
を
希
望
す
る
職
員
に
つ

い
て
は
、
定
員
及
び
（
級
別
）
定
数
の
範
囲
内
で
、

原
則
と
し
て
再
任
用
す
る
。

、

〆~~､
i
抄 資

格
者
の
定
年
退
職
者
は
、
平
成
元
年
度
に
四
三
七
人
て

あ
っ
た
も
の
が
心
最
近
三
年
間
で
は
、
平
成
九
年
度
が
九

ｒ

イ
再
任
用
さ
れ
る
官
職
に
つ
い
て
は
、
書
記
官
〈
有
退
職
予
定
着
（
平
成
一
三
年
度
新
蔦
佳
刷
制
度
対
象
者
》

資
格
者
）
の
場
合
は
、
書
記
官
又
は
事
務
官
と
す
る
。
に
対
し
、
再
任
用
希
望
の
有
無
並
び
に
希
望
す
る
勤
務
地
、

ウ
在
職
す
る
職
員
の
昇
任
の
機
会
を
今
後
と
も
確
保
職
務
内
容
及
び
勤
務
形
態
等
に
関
す
る
個
別
の
意
向
聴
取

↑
、

し
て
い
く
必
要
が
あ
る
こ
と
等
に
か
ん
が
み
、
定
年
を
実
施
し
、
更
に
本
年
四
月
に
は
、
可
能
な
範
囲
で
受
入

退
職
時
の
官
職
に
か
か
わ
ら
ず
、
原
則
と
し
て
こ
う
可
能
庁
等
も
提
示
し
た
上
で
、
最
終
意
向
確
認
を
行
っ
た

職
員
で
再
任
用
す
る
。
と
こ
ろ
で
す
。
そ
の
結
果
、
書
記
官
（
有
資
格
者
）
に
つ

エ
原
則
と
し
て
こ
う
職
員
で
の
再
任
用
と
な
る
結
果
、
い
て
は
、
定
年
退
職
者
の
約
一
九
パ
ー
セ
ン
ト
が
再
任
用

給
与
の
格
付
け
は
、
書
記
官
の
場
合
は
六
級
、
事
務
を
希
望
さ
れ
て
い
ま
す
。

宮
の
場
合
は
五
級
と
な
る
予
定
で
あ
る
。
な
お
灸
い
ず
れ
の
職
種
で
も
、
短
時
間
勤
務
の
希
望
は

オ
勤
務
形
態
に
つ
い
て
は
、
裁
判
所
に
お
け
る
安
定
あ
り
ま
ぜ
ん
で
し
た
。
今
後
は
、
こ
れ
を
受
け
て
、
再
任

的
な
執
務
形
態
を
確
保
す
る
必
要
性
や
前
記
の
就
労
用
者
の
配
置
部
署
等
に
つ
い
て
、
具
体
的
な
調
整
等
を
行
っ

意
識
調
査
の
結
果
、
八
割
を
超
え
る
者
が
フ
ル
タ
イ
て
い
く
こ
と
と
な
り
ま
す
。
・

ム
勤
務
を
希
望
又
は
そ
れ
に
応
じ
る
と
の
意
向
を
示
ち
な
み
に
、
書
記
官
（
有
資
格
者
）
の
場
合
、
先
ほ
ど

し
て
い
る
こ
と
等
を
も
踏
ま
え
、
原
則
と
し
て
フ
ル
の
就
労
意
識
調
査
の
結
果
に
よ
れ
ば
、
調
査
対
象
者
全
体

タ
イ
ム
勤
務
と
す
る
。
た
だ
し
、
高
齢
者
に
対
し
柔
の
約
五
二
パ
ー
セ
ン
ト
が
再
任
用
を
希
望
し
て
お
り
、
そ

軟
な
勤
務
条
件
を
提
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
短
の
う
ち
の
約
半
数
は
、
現
在
の
勤
務
地
以
外
の
場
所
で
の

時
間
勤
務
制
度
が
導
入
さ
れ
た
趣
旨
等
に
か
ん
が
み
、
勤
務
を
希
望
し
て
い
る
と
の
結
果
が
出
て
い
ま
す
。
そ
の

諸
般
の
事
情
か
ら
や
む
を
得
ず
短
時
間
勤
務
の
希
輯
聿
た
め
、
今
後
、
再
任
用
希
望
が
小
規
模
庁
に
集
中
し
た
場

の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
配
置
先
で
の
職
務
内
容
合
の
勤
務
地
の
調
整
や
、
現
役
職
員
の
異
動
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ

や
職
場
の
執
務
状
況
等
を
勘
案
し
な
が
ら
、
例
外
的
ン
と
の
調
整
等
、
任
用
配
置
上
種
々
の
問
題
が
生
じ
る
こ

に
こ
れ
を
も
認
め
る
運
用
を
可
能
と
す
る
が
、
こ
の
と
も
予
想
さ
れ
ま
す
。

場
合
に
は
、
公
務
能
率
の
低
下
を
極
力
抑
制
す
る
観
こ
う
し
た
問
題
も
含
め
、
新
再
任
用
制
度
の
運
用
に
つ

点
か
ら
勤
務
形
態
及
び
勤
務
時
間
数
の
設
定
等
に
つ
い
て
は
、
慎
重
に
検
討
し
て
適
切
な
方
策
を
講
じ
て
い
き

い
て
十
分
調
整
を
行
う
。
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

こ
の
骨
子
を
受
け
て
、
平
成
二
年
一
二
月
に
は
、
新
な
お
、
書
記
官
の
皆
さ
ん
の
定
年
退
職
後
の
雇
用
に
っ

再
任
用
制
度
が
初
め
て
適
用
さ
れ
る
平
成
一
二
年
度
定
年
い
て
は
、
裁
判
所
内
の
再
雇
用
だ
け
で
な
く
、
司
法
協
会

1

1

、

ノ
型
凧
”
一
一
一
一
Ａ
串
｛
崎
Ⅱ
〃
ト
レ
１
０
ノ
ヲ
ｆ
ｉ
０
３
２
１
．
．
・
‐

再
任
用
制
度
」
と
い
う
。
）
が
砿
行
さ
れ
る
こ
と
と
な
り

イ
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町
書
記
官
基
礎
研
修

鴫
平
成
三
一
年
度
の
書
記
官
基
礎
研
修
塞
礎
研
）
は
、

１？
叉
書
記
官
任
用
試
羨
へ
Ｃ
Ｐ
Ｉ
鬼
）
合
洛
者
を
対
象
と
し
て

座談会16会報151号響協

や
公
証
人
役
場
の
事
務
員
、
地
方
公
共
団
体
の
相
談
員
、

労
働
基
準
監
督
署
の
相
談
員
等
へ
の
あ
っ
せ
ん
に
よ
り
再

就
職
す
る
場
合
も
あ
り
、
以
上
に
述
べ
た
再
任
用
以
外
に
、

こ
の
よ
う
な
法
律
専
門
職
と
し
て
の
能
力
、
経
験
を
生
か

し
た
裁
判
所
外
へ
の
再
就
職
あ
っ
せ
ん
の
充
実
に
つ
い
て

も
、
引
き
続
き
一
層
の
努
力
を
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て

い
ま
す
。

産
前
産
後
休
暇
、
育
児
休
業
制
度
に
お
け
る
代
替
要
員

の
確
保

戸
川
企
画
調
査
部
長
昨
年
度
の
実
績
、
問
題
点
及
び

代
替
要
員
確
保
の
現
状
に
つ
い
て
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

味
方
参
事
官
育
児
休
業
を
取
得
し
た
害
記
官
は
、
最

近
数
年
間
で
は
、
平
成
八
年
度
が
五
二
人
（
う
ち
男
性
職

員
一
人
、
以
下
（
）
内
は
男
性
職
員
数
で
内
数
）
、
平

成
九
年
度
が
五
九
人
（
○
人
）
、
平
成
一
○
年
度
が
六
九

人
（
○
人
）
、
昨
年
度
が
五
九
人
（
三
人
）
と
な
っ
て
お

り
ま
す
。
そ
の
う
ち
臨
時
的
任
用
を
行
っ
た
も
の
は
、
平

成
八
年
度
が
四
九
人
（
九
四
、
二
％
）
、
平
成
九
年
度
が

五
五
人
（
九
三
・
二
％
）
、
平
成
一
○
年
度
が
六
四
人

（
九
二
・
八
％
）
、
昨
年
度
が
五
七
人
（
九
六
・
六
％
）

と
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
育
児
休
業
取
得
に
対
す
る
代
替
措
置
と
し

て
の
臨
時
的
任
用
は
、
育
児
休
業
制
度
の
定
着
と
と
も
に
、
な
減
額
と
な
ら
な
い

慰
め
て
高
率
で
行
わ
れ
る
よ
う
雁
な
っ
て
い
ま
す
．
以
上
の
よ
う
な
措
置
を
講
じ
つ
つ
、
少
量
退
職
期
に
入

五
女
性
害
記
官
の
増
加
に
伴
う
課
題
に
つ
い
て

と
こ
ろ
で
、
昨
年
度
の
臨
時
的
任
用
五
七
人
の
う
ち
、

書
記
官
を
任
用
で
き
た
の
は
二
五
人
（
四
三
・
九
％
）
に

と
ど
ま
っ
て
い
ま
す
の
で
、
今
後
も
書
記
官
の
臨
時
的
任

用
候
補
者
の
確
保
に
努
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
も
の
と
考

え
て
い
ま
す
。
〃

そ
の
方
策
と
し
て
は
、
各
庁
か
ら
、
書
記
官
資
格
を
有

す
る
者
で
一
年
以
内
に
退
職
が
予
定
さ
れ
て
い
る
定
年
退

職
者
、
再
任
用
終
了
者
、
自
己
都
合
退
職
者
等
に
対
し
へ

臨
時
的
任
用
に
関
す
る
希
望
の
調
査
を
行
っ
て
も
ら
っ
た

上
で
、
「
退
職
者
カ
ー
ド
」
を
作
成
し
て
、
そ
の
確
保
に

努
め
て
も
ら
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
退
職
後
の
動
向

に
つ
い
て
も
ヘ
デ
ー
タ
を
常
に
最
新
の
も
の
に
更
新
す
る

な
ど
し
て
、
臨
時
的
任
用
候
補
者
の
確
保
に
役
立
て
て
も

ら
・
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
給
与
面
か
ら
も
、
平
成
七
年
七
月
か
ら
従
前
の

取
扱
い
を
変
更
し
、
定
年
以
外
の
事
由
に
よ
り
退
職
し
た

者
を
臨
時
的
任
用
す
る
場
合
に
お
い
て
も
、
定
年
退
職
し

た
者
の
場
合
と
同
様
に
、
退
職
時
の
俸
給
月
額
か
ら
大
幅

る
場
合
に
お
い
て
も
、
定
年
退
職
し

に
、
退
職
時
の
俸
給
月
額
か
ら
大
幅

科
目
及
び
・
単
位
》
敷

耐
門
に
つ
い
て
ゞ

啄
孜
り
上
ず
る
と
と
も
に
、

》
を
見
直
し
、
研
修
員
が
選
壼
択
す
る
刑
事

模
擬
検
証
及
び
講
評
に
代
え
、
証
拠
法

と
も
に
、
刊
事
立
会
コ
ー
ス
刀
公
削
進

よ
う
な
措
置
を
講
じ
で
き
て
い
ま
す
。

(味方参事官）
／

縄
の
内
容
を
踏
ま
え
た
、
実
質
的
な
事
件
の
把
握
を
目
指

ｌ
ｊ
も
の
と
し
た
こ
と
な
ど
、
科
目
内
容
に
つ
い
て
も
一
層

充
実
し
た
も
刀
と
す
る
予
老
で
す
。

１
平
成
一
二
年
度
の
書
記
官
研
修
に
つ
い
て

戸
川
企
画
調
査
部
長
ま
ず
、
平
成
一
二
年
度
の
書
記

官
研
修
の
予
定
と
そ
の
内
容
に
つ
い
て
お
聞
か
せ
ぐ
だ
さ

い
。
併
せ
て
、
新
研
修
所
の
構
想
に
つ
い
て
お
聞
か
せ
く

だ
さ
い
。

味
方
参
事
官
平
成
一
二
年
度
に
実
施
す
る
書
記
官
を

対
象
と
す
る
研
修
の
予
定
と
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
次

の
と
．
お
り
で
す
。

り
、
資
格
官
職
の
臨
時
的
任
用
候
補
者
を
得
る
の
が
難
し

く
な
る
中
、
よ
り
多
く
の
候
補
者
の
確
保
に
努
め
て
き
て

い
ま
す
。

な
お
、
書
記
官
の
臨
時
的
任
用
候
補
者
の
確
保
が
で
き

な
い
場
合
に
は
、
事
務
官
の
臨
時
的
任
用
を
す
る
こ
と
が

多
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
事
務
官
で
の
臨
時
的
任
用
に

つ
な
が
る
場
合
に
限
っ
て
で
は
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
産

前
産
後
休
暇
の
期
間
に
つ
い
て
も
事
務
官
の
業
務
を
処
理

す
る
た
め
の
要
員
を
、
言
わ
ば
事
務
補
助
要
員
と
し
て
、

賃
金
雇
人
の
形
で
雇
い
入
れ
る
こ
と
を
認
め
て
き
て
い
ま

す
。
最
近
の
三
年
間
で
は
、
平
成
九
年
度
に
書
記
官
の
育

休
代
替
措
置
と
し
て
事
務
官
の
臨
時
的
任
用
を
し
た
一
二

人
・
の
う
ち
一
五
人
宍
八
，
二
％
）
、
同
様
に
平
成
一
○

年
度
は
二
七
人
の
う
ち
二
二
人
（
八
一
、
五
％
）
、
昨
年

度
は
三
二
人
の
う
ち
二
五
人
（
七
八
・
一
％
）
に
つ
い
て

賃
金
雇
人
が
雇
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

六
書
記
官
の
研
修
等
に
関
す
る
諸
問
題
に
つ
い
て
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伽
書
記
官
基
礎
研
修

平
成
一
二
年
度
の
書
記
官
基
礎
研
修
（
基
礎
研
）
は
、

書
記
官
任
用
試
験
（
Ｃ
Ｐ
Ｉ
聖
合
格
者
を
対
象
と
し
て

二
回
に
分
け
て
実
施
し
ま
す
（
第
一
回
は
四
月
七
日
～
五

月
二
六
日
、
第
二
回
は
五
月
三
一
日
～
七
月
一
四
日
）
。

基
礎
研
は
、
民
事
、
刑
事
へ
家
事
及
び
少
年
の
す
べ
て

の
科
目
を
対
象
と
し
て
行
っ
て
い
ま
す
が
、
研
修
員
が
現

に
担
当
す
る
分
野
に
つ
い
て
よ
り
深
い
実
務
知
識
と
技
能

を
習
得
す
る
必
要
性
も
あ
る
た
め
、
従
来
か
ら
そ
の
要
請

に
沿
う
よ
う
に
配
慮
し
て
き
ま
し
た
。

具
体
的
に
は
、
担
当
職
務
に
密
接
し
た
研
修
内
容
と
す

る
た
め
、
平
成
七
年
度
か
ら
選
択
コ
ー
ス
制
を
取
り
入
れ

ま
し
た
。
ま
た
へ
で
き
る
だ
け
多
く
の
科
目
単
位
数
を
確

保
す
る
た
め
に
、
平
成
一
○
年
度
か
ら
、
そ
れ
ま
で
の
四

時
限
授
業
を
五
時
限
授
業
と
し
、
四
時
限
目
及
び
五
時
限

目
を
各
五
○
分
授
業
と
し
ま
し
た
。
選
択
コ
ー
ス
制
に
つ

い
て
は
、
よ
り
充
実
し
た
内
容
に
す
る
た
め
、
平
成
二

年
度
か
ら
、
家
裁
コ
ー
ス
を
家
事
コ
ー
ス
と
少
年
コ
ー
ス

に
分
け
て
実
施
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
平
成
二
年
度
任
官
者
（
Ｃ
Ｐ
Ｉ
副
）
か
ら
、

任
官
直
前
の
三
月
に
裁
判
事
務
修
習
を
実
施
す
る
よ
う
各

庁
に
依
頼
し
、
基
礎
研
参
加
予
定
者
に
対
し
書
記
官
実
務

に
関
与
す
る
機
会
を
与
え
、
書
記
官
任
官
後
の
職
務
に
円

・
滑
に
適
応
さ
せ
る
と
と
も
に
、
基
礎
研
の
研
修
内
容
の
理

解
を
容
易
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
配
慮
し
ま
し
た
。

な
お
、
平
成
一
二
年
度
は
、
主
に
刑
事
部
門
に
つ
い
て

こ
の
よ
う
に
育
児
休
業
取
得
に
対
す
を
綱
着
鼎
笹
と
’

て
の
臨
時
的
任
用
は
、
育
児
休
業
制
度
の
定
着
と
と
も
に
、

腿
め
て
高
率
で
備
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

『~） ｂ
７
Ｊ
コ
イ
／
ｖ
ｒ
Ｔ
を
ノ
ー
Ｉ
Ｐ
Ｕ
Ｉ
０
４
Ｊ
－
Ｉ
・
・
・

尾

な
減
額
と
な
ら
な
い
よ
う
な
措
置
を
講
じ
て
き
て
い
ま
す
。

以
上
の
よ
う
底
措
置
を
講
じ
つ
つ
、
少
量
退
職
期
に
入

科
目
及
び
単
位
数
を
見
直
し
‐
研
修
員
が
選
択
す
る
刑
事

部
門
に
つ
い
て
、
模
擬
穣
証
及
び
講
評
に
代
え
、
証
拠
法

を
取
り
上
げ
る
と
と
も
に
、
刑
事
立
会
コ
ー
ス
の
公
判
準

備
に
お
い
て
、
保
護
観
察
に
つ
い
て
も
取
り
上
げ
る
こ
と

と
し
ま
し
た
。

③
書
記
官
実
務
研
修

平
成
二
年
度
は
、
実
務
処
理
上
の
過
誤
防
止
及
び
職

務
導
入
研
修
的
な
観
点
か
ら
、
対
象
者
を
総
研
未
了
で
現

に
担
当
す
る
職
務
の
経
験
年
数
が
二
年
未
満
の
書
記
官
と

し
、
民
事
、
刑
事
、
家
裁
、
執
行
・
破
産
及
び
簡
裁
の
コ
ー

ス
に
分
け
て
実
施
し
ま
し
た
が
、
‐
職
務
に
即
し
た
研
修
内

容
で
あ
り
、
上
記
の
対
象
者
以
外
か
ら
の
参
加
希
望
も
あ
っ

た
こ
と
か
ら
へ
平
成
一
二
年
度
は
、
実
施
庁
の
実
情
に
応

じ
た
柔
軟
な
実
施
を
促
す
こ
と
と
し
ま
し
た
。

⑧
書
記
官
総
合
研
修
入
総
研
）

平
成
一
二
年
度
は
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
研
修
員
が
司
会

を
す
る
共
同
討
議
を
取
り
入
れ
る
な
ど
し
て
、
よ
り
能
動

的
１
積
極
的
に
取
り
組
め
る
参
加
型
の
研
修
と
す
る
予
定

で
す
。
ま
た
、
民
事
部
門
に
お
い
て
、
一
つ
の
事
件
に
お

け
る
和
解
か
ら
執
行
に
至
る
ま
で
の
問
題
点
の
理
解
を
容

易
に
す
る
た
め
、
和
解
調
書
演
習
及
び
執
行
文
演
習
を
同

一
事
案
で
行
う
こ
と
、
簡
裁
民
事
事
例
研
究
に
お
い
て
、

当
事
者
対
応
等
に
つ
き
ロ
ー
ル
プ
レ
イ
ン
グ
の
手
法
を
取

り
入
れ
る
こ
ど
、
刑
事
部
門
に
お
い
て
、
刑
事
総
合
記
録

演
習
と
し
て
、
同
｝
事
案
を
基
に
へ
事
件
の
受
理
か
ら
終

局
ま
で
の
手
続
的
な
流
れ
を
意
識
し
つ
つ
、
具
体
的
な
証

( ）
対
象
と
す
る
研
修
の
予
定
と
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
次

も

の
と
お
り
で
す
。

蝋
の
内
容
を
路
ま
侭
え
た
、
髪
質
的
な
勇
恥
件
の
杷
穆
を
目
指

す
も
の
と
し
た
こ
と
な
ど
、
科
目
内
容
に
つ
い
て
も
一
層

充
実
し
た
も
の
と
す
る
予
定
で
す
。

④
主
任
書
記
官
等
に
対
す
る
研
修

主
任
書
記
官
等
に
対
す
る
研
修
と
し
て
は
、
現
在
、
中

央
研
修
に
お
い
て
中
間
管
理
者
（
裁
判
部
）
研
修
を
、
高

裁
委
嘱
研
修
で
新
任
中
間
管
理
者
研
修
を
実
施
し
て
い
ま

す
。
中
間
管
理
者
（
裁
判
部
）
研
修
は
、
平
成
八
年
度
ま
で
、

民
事
、
刑
事
及
び
家
裁
の
部
門
別
に
実
施
し
て
き
た
も
の

を
、
研
修
員
に
裁
判
所
全
体
に
目
が
配
れ
る
だ
け
の
広
い

視
野
を
持
た
せ
る
こ
と
を
目
的
に
、
平
成
九
年
度
か
ら
民

事
芯
刑
事
及
び
家
裁
部
門
を
統
合
し
た
研
修
に
衣
替
え
し

て
実
施
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
中
間
管
理
者
と
し
て
一

定
の
経
験
を
積
ん
だ
研
修
員
に
、
よ
り
高
度
の
マ
ネ
ー
ジ

メ
ン
ト
能
力
を
付
与
し
、
ゞ
ま
た
命
管
理
職
員
と
し
て
視
野

を
広
げ
る
と
い
う
目
的
か
ら
変
更
し
た
も
の
で
す
が
、
平

成
一
二
年
度
も
同
様
の
内
容
で
実
施
し
た
い
と
考
え
て
い

ま
す
。
平
成
↑
一
二
年
度
の
中
間
管
理
者
（
裁
判
部
）
研
修

は
、
二
月
六
日
～
一
○
日
、
二
月
二
七
日
～
一
二
月

一
日
、
平
成
一
三
年
一
月
二
九
日
～
二
月
二
日
の
三
回
を

予
定
し
て
い
ま
す
。

⑤
書
記
官
実
務
研
究
会

平
成
一
二
年
度
に
実
施
を
予
定
し
て
い
る
研
究
会
は
、

「
民
事
実
務
研
究
会
」
を
二
コ
ー
ス
と
「
刑
事
実
務
研
究

会
」
及
び
「
家
事
実
務
研
究
会
」
の
四
本
で
あ
り
、
そ
れ

ｌ
、

I
一一一一
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ぞ
れ
、
次
の
よ
う
な
テ
ー
マ
を
中
心
と
し
て
実
施
す
る
予

定
で
す
。

ァ
民
事
実
務
研
究
会

「
民
事
実
務
研
究
会
（
訴
訟
手
続
）
」
と
「
民
事
実
務

研
究
会
（
倒
産
）
」
に
分
け
、
前
者
は
二
月
二
○
日
～

二
二
日
の
日
程
で
六
○
人
の
参
加
を
、
後
者
は
平
成
一
三

年
二
月
二
六
日
～
二
八
日
の
日
程
で
五
五
人
の
参
加
を
予

定
し
て
い
ま
す
。

訴
訟
手
続
に
つ
い
て
は
、
平
成
一
○
年
度
及
び
平
成
一

一
年
度
に
実
施
し
た
研
究
会
（
メ
イ
ン
テ
ー
マ
は
そ
れ
ぞ

れ
「
争
点
整
理
と
書
記
官
事
務
」
、
「
集
中
証
拠
調
べ
と
書

記
官
事
務
」
）
の
成
果
を
引
き
継
ぎ
、
民
事
モ
デ
ル
部
等

に
お
け
る
こ
れ
ま
で
の
検
討
の
成
果
を
踏
ま
え
、
新
民
事

訴
訟
法
下
に
お
け
る
標
準
的
な
書
記
官
事
務
の
在
り
方
を

示
す
も
の
と
し
て
最
近
発
出
さ
れ
た
「
民
事
立
会
部
に
お

↑

け
る
書
記
官
事
務
の
指
針
」
を
基
に
、
期
日
間
準
備
や
整

理
書
面
の
作
成
等
の
争
点
整
理
手
続
へ
の
関
与
な
ど
、
各

庁
に
お
け
る
審
理
充
実
に
向
け
た
各
種
の
工
夫
や
実
践
状

況
等
を
題
材
と
し
な
が
ら
、
民
事
立
会
部
に
お
け
る
書
記

官
の
訴
訟
運
営
へ
の
関
与
の
在
り
方
、
コ
ー
ト
マ
ネ
ー
ジ

メ
ン
ト
を
含
む
書
記
官
事
務
の
在
り
方
等
に
つ
い
て
研
究

を
行
う
予
定
で
す
。
ま
た
、
訴
訟
手
続
に
つ
い
て
は
、
司

法
研
修
所
と
の
一
部
合
同
実
施
に
向
け
て
協
議
中
で
す
。

つ
い
て
‘
も
‐
士
酷
畑
に
勘
華
香
で
き
る
も
の
と
華
噌
え
て
い
ま
す
侭

ま
だ
、
書
記
官
瓢
《
家
裁
調
査
官
の
研
修
を
担
当
す
る
部

ィ
刑
事
実
務
研
究
会

一
二
月
六
日
～
八
日
ま
で
の
三
日
間
で
人
員
は
六
○
人

を
予
定
し
て
い
ま
す
。
内
容
に
つ
い
て
は
、
通
信
傍
受
令

、

〆

状
や
証
人
保
護
等
を
含
む
組
織
的
犯
罪
対
策
法
関
係
、
裁

判
文
書
の
Ａ
判
横
書
き
化
に
伴
う
諸
問
題
等
を
テ
ー
マ
に

取
り
上
げ
る
予
定
で
す
。

ウ
家
事
実
務
研
究
会

平
成
一
三
年
一
月
二
二
日
～
二
四
日
の
三
日
間
を
予
定

し
て
い
ま
す
。
内
容
に
つ
い
て
は
、
成
年
後
見
制
度
を
巡

る
諸
問
題
と
子
の
引
渡
し
を
テ
ー
マ
と
す
る
予
定
で
す
。

ま
た
、
本
研
究
会
は
、
司
法
研
修
所
及
び
家
庭
裁
判
所
調

査
官
研
修
所
と
一
部
合
同
で
実
施
す
る
予
定
で
す
。

⑥
書
記
官
実
務
研
究
罠
事
）

「
争
点
整
理
を
中
心
と
す
る
書
記
官
事
務
の
研
究
」
と

い
う
テ
ー
マ
で
既
に
研
究
が
開
始
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
す
。

民
事
訴
訟
に
お
い
て
早
期
に
争
点
を
確
定
し
、
争
点
に
的

を
絞
っ
た
集
中
証
拠
調
べ
の
実
施
に
向
け
て
、
間
接
事
実

の
レ
ベ
ル
ま
で
踏
み
込
ん
だ
争
点
整
理
や
証
拠
の
整
理
を

行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
た
め
に
は
？
書
記
官
が

事
案
解
明
行
為
に
積
極
的
に
関
与
し
て
い
く
こ
と
が
有
益

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
先
に
説
明
し
た
と
お
り
、
最

近
「
民
事
立
会
部
に
お
け
る
書
記
官
事
務
の
指
針
」
が
発

出
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
研
究
で
は
、
各
庁
の
実
践
例
や
工

夫
例
を
参
考
と
し
な
が
ら
、
こ
の
指
針
の
更
な
る
具
体
化

に
向
け
て
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
研
究

の
成
果
が
公
表
さ
れ
、
書
記
官
の
身
近
な
マ
ニ
ュ
ア
ル
と

し
て
活
用
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

２
新
研
修
所
構
想
に
つ
い
て

山
名
給
与
課
長
既
に
＃
承
知
の
よ
う
に
、
平
成
一
二

ノ

周査室長）

プ
ロ
作
業
に
よ
る
嘘
票
作
成
事
務
を
削
減
で
き
、
併
せ
て

記
録
の
正
確
化
も
図
れ
る
ょ
う
に
な
り
ま
す
。

↑
第
三
に
、
統
計
賎
能
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
事
件
統
計
に

年
度
予
算
に
お
い
て
、
裁
判
所
書
記
官
研
修
所
と
家
庭
裁

判
所
調
査
官
研
修
所
を
統
合
し
て
新
た
な
一
つ
の
研
修
所

と
し
て
新
営
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
ま
し
た
。

新
営
さ
れ
る
研
修
所
は
、
二
一
世
紀
を
目
前
に
し
て
、

複
雑
多
様
化
し
た
国
民
の
司
法
ニ
ー
ズ
に
裁
判
所
が
応
え

て
い
く
た
め
、
裁
判
の
運
営
を
支
え
る
書
記
官
、
家
裁
調

査
官
ｊ
事
務
官
等
に
対
す
る
研
修
を
更
に
充
実
・
発
展
さ

せ
る
と
と
も
に
、
一
つ
の
研
修
所
に
統
合
さ
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
職
種
が
こ
れ
ま
で
以
上
に
相
互
理
解

を
深
め
、
相
互
の
協
働
・
連
携
を
一
層
緊
密
な
も
の
と
し

て
、
‐
よ
り
有
機
的
な
事
務
処
理
態
勢
を
築
い
て
、
国
民
の

司
法
ニ
ー
ズ
に
沿
っ
た
事
仲
処
理
を
し
て
い
こ
う
と
す
る

も
の
で
す
。

新
し
い
研
修
所
の
建
設
予
定
地
は
、
和
光
市
の
司
法
研

修
所
の
近
く
で
あ
り
３
敷
地
面
積
は
約
四
万
一
○
○
○
平

方
メ
ー
ト
ル
、
延
べ
床
面
積
は
約
四
万
平
方
メ
ー
ト
ル
で
、

現
在
の
両
研
修
所
の
敷
地
面
積
及
び
延
べ
床
面
積
と
比
較

し
て
ほ
ぼ
倍
増
と
な
っ
て
い
て
ｈ
平
成
一
五
年
度
内
完
成

を
目
途
に
建
設
す
る
予
定
と
な
っ
て
い
ま
す
。
、

具
体
的
な
研
修
施
設
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
職
員
の
皆

さ
ん
の
意
見
も
聴
き
な
が
ら
検
討
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す

が
、
両
研
修
所
を
統
合
し
て
移
転
す
る
こ
と
で
、
各
研
修

所
が
そ
れ
ぞ
れ
独
自
に
移
転
す
る
場
合
に
比
較
し
て
、
施

設
面
で
の
メ
リ
ッ
ト
は
大
き
く
、
寮
は
ワ
ン
ル
ー
ム
型

（
ユ
ニ
ヅ
ト
バ
ス
・
ト
イ
レ
付
き
）
“
を
予
定
し
て
い
る
の

を
は
じ
め
、
体
育
館
、
グ
ー
フ
ウ
ン
ド
等
の
施
爵
、
設
備
に

〆
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つ
い
て
Ｊ
も
’
十
総
蛎
に
却
吸
半
音
で
心
さ
る
Ｊ
も
の
渉
勇
考
嶋
え
て
い
ふ
ま
イ
す
‐

ま
た
、
書
記
官
、
家
裁
調
査
官
の
研
修
を
担
当
す
る
部

門
は
別
個
独
立
さ
せ
、
そ
れ
ぞ
れ
教
官
室
の
ほ
か
に
二
専

門
的
研
究
を
推
進
又
は
サ
ポ
ー
ト
す
る
た
め
の
ス
タ
ヅ
フ

を
置
い
た
セ
ク
シ
ョ
ン
を
設
け
る
予
定
で
あ
り
、
参
事
官

室
提
言
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
事
務
官
の
研
修
も
更
に
充

実
さ
せ
て
い
く
た
め
に
、
事
務
官
の
研
修
等
を
担
当
す
る

部
門
も
別
個
に
設
け
る
予
定
で
い
ま
す
。

今
後
最
高
裁
と
し
て
は
、
平
成
一
六
年
四
月
の
新
研
修

所
立
ち
上
げ
に
向
け
て
、
所
要
の
法
改
正
、
規
則
、
規
程

等
の
改
正
、
予
算
要
求
な
ど
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
な
り

ま
す
。
）

’

１
民
事
裁
判
事
務
処
理
シ
ス
テ
ム
の
概
要

戸
川
企
画
調
査
部
長
今
年
度
導
入
さ
れ
る
民
事
裁
判

事
務
処
理
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

細
田
制
度
調
査
室
長
民
事
裁
判
事
務
処
理
シ
ス
テ
ム

は
、
現
在
そ
の
開
発
の
最
終
段
階
に
差
し
掛
か
っ
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
の
九
月
か
ら
宇
都
宮
地
裁
に
お
い
て

本
格
稼
働
さ
せ
、
そ
の
導
入
を
順
次
拡
大
し
て
い
く
予
定

で
す
。
従
来
導
入
さ
れ
て
き
た
期
日
進
行
管
理
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
、

部
単
位
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
基
盤
と
し
、
部
内
に
お
け
る

期
日
進
行
管
理
を
主
た
る
目
的
と
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、

民
事
裁
判
事
務
処
理
シ
ス
テ
ム
は
、
部
を
超
え
た
ネ
ッ
ト

イ
刑
事
実
務
研
究
会

ご
一
月
六
日
～
八
日
ま
で
の
三
日
間
で
人
員
は
六
０
人

を
予
定
し
て
い
ま
す
。
内
容
に
つ
い
て
は
、
通
信
煽
勝
學
令

七
裁
判
事
務
処
理
シ
ス
テ
ム
の
導
入
等
に
つ
い
て

、
ノ
ノ

し
て
活
用
さ
れ
る
こ
と
ヵ
葛
桧
さ
γ
で
し
さ
。
で

２
新
研
修
所
構
想
に
つ
い
て

山
名
給
与
課
長
既
に
御
承
知
の
よ
う
に
、
平
成
一
二

ワ
ー
ク
を
構
築
し
へ
民
事
訴
訟
事
件
の
受
付
か
ら
終
局
ま

で
の
手
続
全
般
を
対
象
と
し
た
シ
ス
テ
ム
と
な
り
ま
す
。
・

こ
の
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
主
な
と
こ
ろ
を
具
体
的
に
述

べ
れ
ば
、
以
下
の
と
お
り
で
す
。

第
一
と
し
て
ん
帳
簿
等
の
電
子
化
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

こ
の
シ
ス
テ
ム
で
は
、
訟
廷
事
務
室
、
書
記
官
室
及
び
裁

判
官
室
が
一
つ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
結
ば
れ
る
こ
と
か
ら
、

訟
廷
事
務
室
及
び
書
記
官
室
で
、
事
件
の
進
行
段
階
に
お

い
て
必
要
な
情
報
を
シ
ス
テ
ム
に
入
力
す
る
こ
と
に
よ
り
、

事
件
簿
，
担
当
簿
、
期
日
簿
等
の
帳
簿
を
ペ
ー
パ
ー
レ
ス

化
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。
こ
れ
に
よ
っ

て
、
各
部
署
別
で
重
複
し
た
情
報
を
記
載
す
る
必
要
が
な

く
な
り
、
帳
簿
に
関
す
る
事
務
を
大
幅
に
省
力
化
で
き
る

と
と
も
に
、
容
易
に
当
該
事
件
情
報
を
シ
ス
テ
ム
端
末
か

ら
取
り
出
せ
、
当
事
者
か
ら
の
照
会
な
ど
に
も
迅
速
に
対

応
で
き
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

第
二
に
、
帳
票
作
成
機
能
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
開
廷
表
、

出
頭
カ
ー
ド
、
呼
出
状
等
の
帳
票
類
に
つ
い
て
も
、
シ
ス

テ
ム
に
入
力
さ
れ
た
デ
ー
タ
を
利
用
し
て
作
成
す
る
こ
と

が
で
き
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
な
手
作
業
や
ワ
ー

）

(細田制度調査室長）

、

ノ
三
差
ｂ
Ｂ
Ｐ
《
西
？
日
■
■
８
０
△
■
り

三
二
ツ
ト
バ
ス
・
ト
イ
レ
付
き
）
を
予
定
し
て
い
る
の

を
は
じ
め
、
体
育
館
、
グ
ラ
ウ
ン
ド
等
の
施
設
、
設
備
に

プ
ロ
作
蕊
に
よ
る
熊
票
作
成
事
淵
を
削
撒
で
き
、

記
録
の
正
確
化
も
図
れ
る
ょ
う
に
な
り
ま
す
。

第
三
に
、
統
計
機
能
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
事
件
統
計
に

つ
い
て
は
、
入
力
し
た
デ
ー
タ
を
利
用
し
て
シ
ス
テ
ム
で

集
計
す
る
こ
と
と
な
り
、
ま
た
、
月
報
、
年
表
デ
ー
タ
の

作
成
、
集
計
も
自
動
化
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

第
四
に
、
郵
便
料
管
理
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
当
事
者
侭、

郵
便
切
手
に
よ
る
予
納
に
代
え
て
現
金
で
送
達
費
用
等
を

予
納
し
て
も
ら
い
、
後
納
郵
便
を
利
用
ず
る
こ
と
に
よ
り
、

郵
便
料
の
出
納
を
シ
ス
テ
ム
で
管
理
す
る
こ
と
を
予
定
し

て
い
ま
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
郵
便
切
手
の
管
理
事
務
が

大
き
く
削
減
で
き
、
併
せ
で
事
務
過
誤
の
防
止
も
期
待
で

き
る
と
こ
ろ
で
ず
。

第
五
に
、
記
録
の
管
理
な
ど
に
関
す
る
機
能
が
挙
げ
ら

れ
ま
す
。
事
件
記
録
に
バ
ー
コ
ー
ド
を
付
し
、
記
録
の
受

け
渡
し
の
際
に
こ
れ
を
読
み
込
む
こ
と
で
、
貸
出
簿
等
の

記
載
事
項
に
関
す
る
入
力
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
記

録
管
理
事
務
を
効
率
化
で
き
ま
す
。
ま
た
、
保
存
記
録
に

つ
い
て
も
、
廃
棄
目
録
作
成
の
シ
ス
テ
ム
化
を
行
う
こ
と

等
に
よ
り
、
保
存
廃
棄
事
務
を
効
率
化
す
る
こ
と
と
な
り

ま
す
。
最
後
に
、
情
報
共
有
の
機
能
も
重
要
で
す
。
裁
判
官
室
、

書
記
官
室
及
び
訟
廷
事
務
室
の
・
み
な
ら
ず
、
総
務
課
・
会

計
担
当
・
統
計
関
係
部
署
を
含
め
て
、
事
件
の
処
理
に
関

係
す
る
部
署
が
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
で
各
事
件
の
情
報
を
共

有
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
わ
け
で
、
こ
れ
ま
で
に
述
べ

跡
脚
吋
レ
イ
Ｌ

－－－－－－
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た
よ
う
な
機
能
も
こ
う
し
た
情
報
共
有
が
あ
る
か
ら
こ
そ

で
き
る
こ
と
で
す
。

民
事
裁
判
事
務
処
理
シ
ス
テ
ム
の
開
発
は
、
裁
判
所
の

事
務
全
体
を
対
象
と
し
た
総
合
的
、
中
長
期
的
な
観
点
か

ら
の
情
報
化
（
Ｏ
Ａ
化
）
検
討
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
て

い
る
も
の
で
、
刑
事
裁
判
事
務
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
シ

ス
テ
ム
化
に
つ
い
て
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
業
者
に
よ
る
業

務
分
析
を
実
施
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
家
事
事
件
に
つ
い

て
も
今
後
長
期
的
に
検
討
を
進
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て

い
ま
す
ｐ
、
《
ゞ

２
パ
ソ
コ
ン
の
配
布
状
況

戸
川
企
画
調
査
部
長
パ
ソ
コ
ン
の
配
布
状
況
に
つ
い

て
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

細
田
制
度
調
査
室
長
↑
事
務
処
理
全
般
の
効
率
化
を
積

極
的
に
推
進
し
て
い
く
観
点
か
ら
、
平
成
二
年
度
に
お

い
て
は
、
全
国
に
更
新
を
含
め
て
五
○
○
○
台
強
の
パ
ソ

コ
ン
を
配
布
し
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
各
分
野
別
の
整
備

密
度
は
、
お
お
む
ね
、
民
事
及
び
刑
事
立
会
書
記
官
、
破

産
担
当
書
記
官
に
つ
い
て
は
、
支
部
を
含
め
て
一
人
に
一

台
八
執
行
担
当
書
記
官
か
家
事
及
び
少
年
担
当
書
記
官
に

つ
い
て
は
、
本
庁
で
二
人
に
一
台
、
事
務
局
に
つ
い
て
は
、

一
・
五
人
に
一
台
の
割
合
と
な
り
ま
し
た
。

こ
れ
ま
で
パ
ソ
コ
ン
の
整
備
が
進
ん
で
い
な
か
っ
た
支

部
が
独
立
簡
裁
に
つ
い
て
も
、
書
記
官
事
務
に
利
用
し
て

ｔ
と
斑
る
程
」
と
か
靭
蒔
で
き
ま
す
ｃ

次
に
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
機
能
に
つ
恥
て
は
、
Ｊ
・
Ｎ
Ｅ

ｒ
上
こ
ま
、
雪
反
告
可
競
で
乍
戊
ｌ
）
み
』
各
重
り
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

い
た
だ
け
る
よ
う
相
当
舎
歸
数
の
パ
ソ
コ

ト
ル
の
で
、
金
高
圏
の
ど

の
鋳
が
剃
望
研
で
９
も
、

ン
を
配
布
し
ま
し

パ
ソ
ョ
ッ
を
利
用

｛
判
割
副
割
割
熱
い
割
引
語
り
動
向
等
陶
訓
ｗ

し
た
書
記
官
事
務
処
理
が
で
き
る
態
勢
が
整
い
つ
つ
あ
る

と
考
え
て
い
ま
す
。

今
後
と
も
殉
各
部
署
に
お
け
る
必
要
性
や
活
用
状
況
等

を
参
考
に
し
な
が
ら
、
新
規
の
パ
ソ
コ
ン
整
備
計
画
を
検

討
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

ま
た
、
パ
ソ
コ
ン
の
配
布
と
併
せ
て
、
‐
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

化
も
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
例
え
ば
、
地
裁
民
事

及
び
刑
事
立
会
担
当
の
書
記
官
室
に
つ
い
て
は
、
″
支
部
を

、
、

含
め
て
、
裁
判
官
室
と
の
Ｌ
Ａ
Ｎ
化
が
全
国
で
ほ
ぼ
完
了

し
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
部
単
位
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
活

用
の
積
み
重
ね
は
、
全
庁
レ
ベ
ル
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
導

入
の
上
に
成
り
立
つ
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
効
率
化
の
基
盤
と

な
る
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
を
全
国
規
模
の
Ｊ
〉

Ｎ
Ｅ
Ｔ
と
連
携
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
裁
判
所
全
体
で
の

事
務
処
理
の
効
率
化
い
情
報
の
共
有
化
を
促
進
し
て
い
き

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
Ｐ

そ
こ
で
、
各
庁
に
お
い
て
、
裁
判
所
全
体
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
化
の
動
向
を
も
踏
ま
え
、
こ
れ
ま
で
の
モ
デ
ル
部
等
に

お
け
る
活
用
状
況
を
参
考
と
し
左
が
ら
、
Ｏ
Ａ
機
器
及
び

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
活
用
し
た
書
記
官
の
コ
ー
ト
マ
ネ
ー
ジ

メ
ン
ト
の
在
り
方
や
裁
判
官
と
書
記
官
の
協
働
態
勢
の
在

り
方
に
つ
い
て
の
取
組
を
一
層
深
め
て
い
た
だ
き
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。

ま
た
、
以
上
の
よ
う
な
整
備
を
踏
ま
え
て
、
各
庁
に
お

け
る
サ
ポ
ー
ト
態
勢
を
確
立
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と

考
え
、
今
年
度
に
は
、
大
規
摸
庁
を
中
心
に
０
Ａ
業
務
の

､

膜
に
、
紙
の
様
式
で
示
す
の
で
は
な
く
へ
そ
の
文
書
フ
ァ
イ

1隻～ノ ル
を
電
子
メ
ー
ル
で
送
信
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
各
支
部

な
ど
に
お
い
て
、
様
式
を
改
め
て
パ
ソ
コ
ン
や
ワ
ー
プ
ロ

で
作
成
す
る
手
間
を
省
く
こ
と
が
で
き
ま
ず
。

ま
た
、
本
庁
の
訟
廷
事
務
室
に
お
い
て
、
支
部
な
ど
に

Ｊ
ゞ

通
達
等
を
移
送
す
る
際
も
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
写
し
を

印
刷
し
て
郵
便
で
発
送
す
る
こ
と
も
な
く
へ
電
子
メ
ー
ル

で
送
信
す
れ
ば
足
り
る
こ
と
か
ら
、
相
当
の
事
務
の
合
理

Ｊ
・
Ｎ
Ｅ
Ｔ
の
機
能
の
活
用
方
法
と
し
て
駒
、
次
の
よ
う

な
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

ま
ず
、
電
子
メ
ー
ル
機
能
に
・
つ
、
い
て
は
、
電
子
化
さ
れ

サ
ポ
ー
ト
を
職
務
と
し
て
行
う
職
員
を
配
置
し
た
と
こ
ろ

で
す
。
↓
３
Ｊ
ｏ
Ｎ
Ｅ
Ｔ
の
拡
大
と
利
用
に
つ
い
て

Ｊ
・
Ｎ
Ｅ
Ｔ
に
つ
い
て
は
、
平
成
七
年
度
に
導
入
後
、

徐
々
に
端
末
数
を
拡
大
し
て
き
ま
し
た
が
？
平
成
二
年

度
に
は
、
本
庁
の
訟
廷
事
務
室
及
び
事
務
局
に
端
末
を
整

備
し
た
ほ
か
、
全
支
部
の
庶
務
課
等
に
も
端
末
を
設
置
し
、

全
国
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
完
成
さ
せ
ま
し
た
。
Ｊ
・
Ｎ

Ｅ
Ｔ
は
、
電
子
メ
ー
ル
に
よ
る
文
書
の
や
り
取
り
や
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
に
よ
る
情
報
の
共
有
を
は
じ
め
、
統
計
・
人
事
・

会
計
等
の
分
野
の
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
も
使
用
さ
れ
て
お

り
へ
裁
判
所
全
体
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
根
幹
に
位
置
付
け

ら
れ
る
も
の
で
す
。
：

た
フ
ァ
イ
ル
を
添
付
で
き
る
こ
と
か
ら
、
例
え
ば
、
本
庁

で
用
い
ら
れ
て
い
る
帳
票
の
様
式
を
支
部
な
ど
に
示
す
際

殉＆可
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ｆ
と
な
る
こ
と
が
期
待
で
き
ま
す
．

鵡
次
に
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
機
能
に
つ
い
て
は
、
．
Ｊ
・
Ｎ
Ｅ

１報
Ｔ
上
に
は
、
最
高
裁
で
作
成
し
た
各
種
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

鵬
が
作
成
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
中
に
は
、
書
記
官
事
務
に
活

〆

書
用
で
き
る
も
の
が
あ
る
の
で
、
御
利
用
い
た
だ
き
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。
主
な
と
こ
ろ
を
紹
介
し
ま
す
と
、
ａ
■
》

凸
‐
！
‐
】

書協会報21座談会 I

【
‐
‐
‐
‐
】

【
‐
】

【
こ

【

ｉ

】

《
。
‐
ｊ
Ⅲ
・
】

【
‐
】

【
‐
ワ

向
い
‐
‐
ｉ
；
‐
國

凸
■
ま
た
、
各
高
地
家
裁
総
務
課
の
Ｊ
・
Ｎ
Ｅ
Ｔ
端
末
に

は
、
最
高
裁
事
件
統
計
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
ア
ク
セ
ス
で
き

る
シ
ス
テ
ム
が
導
入
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
利
用
す
る
こ

と
に
よ
り
、
全
国
に
お
け
る
事
件
の
動
向
を
把
握
で
き
ま

す
。
ま
た
、
最
高
裁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
と
同
様
の
内
容
と
し

て
最
近
の
最
高
裁
判
例
を
掲
載
し
て
い
る
判
例
情
報
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
や
知
的
財
産
権
判
決
速
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
も
利

用
価
値
の
あ
る
も
の
と
考
え
て
い
ま
す
。

－

部
が
独
立
簡
裁
に
つ
い
て
も
、
書
訂
官
等
詔
収
禾
月
’
て

い
た
だ
け
る
よ
う
相
当
台
数
の
パ
ソ
コ
ン
を
配
布
し
ま
し

た
の
で
、
全
国
の
ど
の
栽
薊
箪
煎
で
も
、
バ
ソ
コ
Ｚ
を
利
用

1

I

＝

I .~､
山

オ
△
Ｕ
■
１
４
■
１
０
０
ｑ
ｇ
Ｈ
９
８
Ⅱ
Ｂ
ｒ
◇
４
日
毎
日
■
■
７
苧
■
ｖ
Ｊ
ｆ
Ｂ
０
■
Ｔ
ｈ
Ｉ
Ｉ
ｄ
・
０
，
口
『
Ｊ
早
口
０
■
ｆ
Ｇ
ｇ
凸
９
■
１
１
０
４
口
Ｂ
ｉ
■
１
Ｊ
一
合
も
５
１
＆
７
４
・
Ｏ
ｊ
９
８
８
０
ｌ
６
８
９
Ｉ
Ｉ
Ｉ
０
１
ｉ
０
１
Ｉ
ｆ
ｊ
ｌ
Ｐ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ

八
書
記
官
事
務
に
関
す
る
最
近
の
動
向
等
に
つ
い

て
。

１
倒
産
法
の
見
直
し
に
関
す
る
最
近
随
動
向

戸
川
企
画
調
査
部
長
倒
産
法
で
は
、
既
に
民
事
再
生

法
、
特
定
調
停
法
が
施
行
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
ｊ
他
の
倒
、

産
法
の
見
直
し
に
関
す
る
最
近
の
動
向
に
つ
い
て
お
聞
か

せ
く
だ
さ
い
。

増
田
参
事
官
御
承
知
の
と
お
り
、
和
議
手
続
に
代
わ

る
再
建
型
の
倒
産
手
続
と
し
て
、
特
に
中
小
企
業
の
再
建

を
主
た
る
目
的
と
し
た
民
事
再
生
法
が
同
規
則
と
と
も
に

平
成
一
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、

倒
産
法
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
が
民
事
調
停
手
続
に
よ
り
、

Ｌ

支
払
不
能
に
陥
る
お
そ
れ
の
あ
る
債
務
者
等
の
金
銭
債
務

に
係
る
利
害
関
係
の
調
整
を
行
い
、
債
務
者
の
経
済
的
再

生
を
実
現
す
る
た
め
の
特
例
を
定
め
る
「
特
定
債
務
等
の

調
整
の
促
進
の
た
め
の
特
定
調
停
に
関
す
る
法
律
」
、
い

わ
ゆ
る
特
定
調
停
法
も
、
同
規
則
と
と
も
に
平
成
一
二
年

二
月
《
一
七
日
か
ら
施
行
さ
れ
て
い
ま
す
。
“

い
ず
れ
の
手
続
も
、
経
済
的
窮
地
に
あ
る
債
務
者
の
債

権
債
務
を
整
理
し
‘
経
済
的
な
再
生
を
図
る
と
い
う
共
通

目
的
を
持
っ
た
も
の
で
す
が
、
長
期
に
わ
た
る
景
気
低
迷

や
商
工
ロ
ー
ン
問
題
等
を
背
景
に
不
況
に
あ
え
ぐ
中
小
企

業
等
：
新
し
い
救
済
手
段
と
し
て
、
政
財
界
は
も
と
よ
り

社
会
一
般
か
ら
も
強
い
関
心
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ

で
す
。

』
七
口
、
可
皇
寺
○
″
〃
ロ
テ
“
■
■
●
●
ム
マ
一
○
〃
ロ
ロ
、
。
▲
▽
町
。
■
■
。
◆
●
。
〃

け
る
サ
ポ
ー
ト
態
勢
を
確
立
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と

考
え
、
今
年
度
に
は
、
大
規
模
庁
を
中
心
に
Ｏ
Ａ
業
務
の

１
１
Ｉ

一
一

ノ

印
刷
し
て
郵
便
で
発
送
す
る
こ
と
も
な
く
、
電
子
メ
ー
ル

で
送
信
す
れ
ば
足
り
る
こ
と
か
ら
、
相
当
の
事
務
の
合
理

両
手
続
に
お
け
る
書
記
官
事
務
に
関
し
て
み
ま
す
と
、

再
生
事
件
で
は
、
こ
れ
ま
で
倒
産
事
件
の
処
理
に
書
記
官

が
主
体
的
に
、
積
極
的
に
関
与
し
べ
コ
ー
ト
マ
ネ
ー
ジ
メ

ン
ト
の
先
駆
者
的
役
割
を
果
た
し
て
き
た
実
績
を
踏
ま
え

て
、
再
生
債
権
者
表
の
作
成
権
限
（
債
務
名
義
の
創
出
）

が
規
定
さ
れ
た
ほ
か
、
開
始
原
因
事
実
等
の
調
査
、
監
督

委
員
に
対
す
る
監
督
事
務
へ
公
告
事
務
、
登
記
、
登
録
事

務
の
書
記
官
権
限
化
な
ど
、
書
記
官
の
事
件
の
進
行
管
理

等
に
関
わ
る
権
限
が
拡
大
強
化
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ

う
な
法
、
規
則
の
規
定
振
り
か
ら
見
ま
す
と
、
正
に
書
記

官
が
中
心
と
な
っ
て
再
生
手
続
の
進
行
を
管
理
し
、
事
件

処
理
に
積
極
的
に
関
与
し
て
い
く
こ
と
が
こ
れ
ま
で
以
上

に
望
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
が
で
す
。
ま
た
、
特
定
調

停
事
件
の
処
理
に
当
た
る
書
記
官
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ

り
、
特
定
調
停
手
続
は
、
民
事
執
行
手
続
の
停
止
や
文
書

提
出
命
令
に
関
す
る
も
の
以
外
ｊ
基
本
的
に
は
債
務
弁
済

協
定
調
停
事
件
に
お
け
る
書
記
官
の
執
務
と
大
き
く
相
違

す
る
と
こ
ろ
は
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
こ
れ
ま
で
の
債

務
弁
済
協
定
調
停
事
件
の
処
理
で
培
っ
た
ノ
ウ
ハ
ウ
を
生

か
し
て
、
ま
す
ま
す
積
極
的
、
主
体
的
に
事
件
処
理
に
関

ー

I

＝

一

Ｂ
９
Ｊ
ｑ
ｂ
ｑ

(増田参事官）
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与
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

今
後
の
倒
産
法
改
正
作
業
に
関
し
て
は
、
現
在
か
個
人

債
務
者
の
新
た
な
再
建
型
の
手
続
の
創
設
と
国
際
倒
産
法

制
に
関
す
る
法
整
備
に
つ
い
て
、
法
制
審
議
会
倒
産
法
部

会
に
お
い
て
、
本
年
秋
ま
で
に
成
案
を
得
る
こ
と
を
目
標

と
し
て
急
ピ
ッ
チ
で
作
業
が
進
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で

す
。
こ
の
う
ち
、
個
人
債
務
者
の
新
た
な
再
建
型
の
手
続

に
つ
い
て
は
、
本
年
四
月
一
四
日
に
開
催
さ
れ
た
第
一
九

回
法
制
審
議
会
倒
産
法
部
会
で
「
個
人
債
務
者
の
民
事
再

生
手
続
」
と
い
う
仮
称
で
要
綱
案
が
示
さ
れ
、
検
討
が
進

め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
○

倒
産
事
件
は
、
先
ほ
ど
申
し
上
げ
た
と
お
り
、
書
記
官

が
主
体
的
か
ｂ
積
極
的
に
事
件
処
理
に
関
与
し
、
コ
ー
ト

マ
ネ
Ｉ
ジ
メ
ン
ト
の
先
駆
者
的
役
割
を
果
た
し
て
き
た
分

野
で
す
か
ら
、
最
高
裁
と
し
．
て
も
こ
れ
ま
で
の
実
績
を
も

と
に
で
き
る
限
り
書
記
官
の
意
見
が
改
正
作
業
に
反
映
さ

れ
る
よ
う
努
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

２
成
年
後
見
制
度
と
書
記
官
事
務
と
の
関
連
に
つ
い

て
戸
川
企
画
調
査
部
長
新
し
い
成
年
後
見
制
度
が
施
行

さ
れ
ま
し
た
が
、
書
記
官
事
務
と
の
関
連
に
つ
い
て
お
聞

か
せ
く
だ
さ
い
。

増
田
参
事
官
四
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
た
成
年
後
見

制
度
の
運
用
に
当
た
っ
て
は
、

等
の
新
し
い
理
念
を
十
分
に
考
慮
し
、

事
務
に
影
響
を
善
及
隠
す
内
容
が
含
ま
れ
て
い
ま
ず

Ｊ

刑
事
訴
訟
手
続
に
お
い
て
和
解
の
手
続
が
行
わ
れ

及
ほ
す
内
容
が
含
ま
れ
て
い
ま
す

度
と
す
ゐ
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
℃

■
ロ
０
■
■
■
凸
■
■
■
■
■
■
１
．
合
・
Ｉ
１
Ｖ
ｂ
凸
Ｉ
Ⅱ
１
号
、
の

。
特
に
、

本
人
の
自
己
決
定
の
尊
重

利
用
し
や
す
い
制

1

た
場
合

も
こ
い
竹
１
４
、
■

新
た
な
成
年
後
見
制
度
に
お
け
る
書
記
官
事
務
に
つ
い

て
は
、
受
付
事
務
の
段
階
で
は
、
従
前
、
事
件
本
人
の
精

神
状
況
に
よ
っ
て
二
類
型
で
あ
っ
た
も
の
が
、
補
助
類
型

と
い
う
新
た
な
類
型
が
創
設
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
三
類

型
の
う
ち
い
ず
れ
の
申
立
て
を
促
す
べ
き
か
と
い
っ
た
適

切
な
振
り
分
け
や
、
任
意
後
見
制
度
創
設
に
伴
っ
て
、
登

記
さ
れ
た
任
意
後
見
契
約
等
の
有
無
の
調
査
を
す
る
こ
と

な
ど
が
あ
り
ま
す
。
審
判
手
続
の
段
階
で
は
、
家
事
審
判

規
則
及
び
特
別
家
事
審
判
規
則
の
改
正
に
よ
り
、
‐
成
年
後

見
事
件
に
お
け
る
認
容
審
判
及
び
職
権
に
よ
る
審
判
の
告

、
少

知
及
び
通
知
に
つ
い
て
の
規
定
が
整
備
さ
れ
、
こ
れ
ら
の

告
知
及
び
通
知
事
務
を
適
正
か
つ
迅
速
に
行
う
こ
と
が
書

記
官
に
求
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
な
お
、
告
知
及

び
通
知
事
務
に
つ
い
て
は
、
平
成
一
二
年
二
月
九
日
付
け

総
務
局
第
三
課
長
、
家
庭
局
第
一
課
長
事
務
連
絡
「
成
年

後
見
事
件
に
お
け
る
審
判
の
告
知
等
の
一
覧
表
の
送
付
に

つ
い
て
」
を
参
考
に
し
て
く
だ
さ
い
。
さ
ら
に
、
審
判
の

結
果
に
よ
っ
て
は
、
従
前
の
戸
籍
記
載
及
び
官
報
公
告
に

代
わ
る
公
示
制
度
と
し
て
創
設
さ
れ
た
成
年
後
見
登
記
に

反
映
す
る
必
要
が
あ
る
と
こ
ろ
、
登
記
嘱
託
の
事
務
は
書

記
官
の
固
有
の
事
務
と
な
っ
て
お
り
、
こ
こ
に
お
い
て
も

適
正
か
つ
迅
速
な
事
務
処
理
が
書
記
官
に
求
め
ら
れ
て
い

ま
す
。
ま
た
へ
後
見
入
等
の
選
任
審
判
後
の
段
階
に
お
い

て
は
、
監
督
事
務
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
現
在
の
後
見

監
督
に
加
え
、
保
佐
類
型
及
び
補
助
類
型
並
び
に
任
意
後

見
に
お
い
て
も
監
督
事
務
が
実
施
さ
れ
る
と
い
魁
７
も
伽
で

作
業
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
０
提
言
を
含
め
、
不
動
篭
篇
麓
型
事
件
の
更
な
る
迅
逮
↑
円
滑

、
Ｒ
１
ｊ
ｄ
．

《
、
ｑ
各
種
事
件
の
増
加
と
書
記
官
事
務
に
つ
い
て

、
廿
等
が
要
請
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
司
法
制
度
改

《
副
１
，
．
二
Ｊ
３
塁
’
一
二
一
重
丸
一
丁
、
１
直
自
牛
阜
奇
重
唇
半
宣
雰
義
舎
こ
惨
八
て
も
、
晃
事
凱
行
別
糞
力
在
り
方
が
論

）

す
。
家
庭
裁
判
所
が
こ
れ
ら
の
監
督
事
務
を
適
正
に
行
う

に
は
、
書
記
官
は
３
裁
判
官
と
の
協
働
は
も
と
よ
り
、
そ

れ
ぞ
れ
の
職
分
を
踏
ま
え
た
上
で
、
家
裁
調
査
官
と
の
連

携
を
図
っ
て
事
務
処
理
に
当
た
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い

ま
す
。
こ
の
よ
う
に
新
た
な
成
年
後
見
制
度
に
お
い
て
は
、

手
続
の
節
目
節
目
に
お
い
て
、
《
書
記
官
が
重
要
な
役
割
を

果
た
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

３
刑
事
家
事
及
び
少
年
事
件
の
各
書
記
官
事
務
の

状
況
等

戸
川
企
画
調
査
部
長
刑
事
、
家
事
及
び
少
年
事
件
の

各
書
記
官
事
務
に
関
す
る
最
近
の
状
況
に
つ
い
て
お
聞
か

せ
く
だ
さ
い
。

増
田
参
事
官
刑
事
事
件
に
つ
い
て
は
、
新
た
な
制
度

と
し
て
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
の
通
信
傍
受
に
関
す
る
法
律

が
本
年
八
月
に
施
行
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ

の
法
律
で
は
、
検
察
官
又
は
司
法
警
察
員
か
ら
傍
受
を
し

た
通
信
の
記
録
（
傍
受
の
原
記
録
）
が
裁
判
官
へ
提
出
さ

れ
る
ご
と
が
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
に
伴
い
、
書

く

記
官
に
お
い
て
は
、
傍
受
の
原
記
録
の
聴
取
、
閲
覧
又
は

複
製
の
作
成
に
関
す
る
手
続
な
ど
の
事
務
を
行
う
こ
と
と

な
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
刑
事
訴
訟
法
及
び
検
察
審
査
会
法

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
及
び
犯
罪
被
害
者
等
の
保
護
を

図
る
た
め
の
刑
事
手
続
に
付
随
す
る
措
置
に
関
す
る
法
律

が
五
月
一
九
日
に
公
布
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
法
律
に

は
、
①
暦
デ
ォ
リ
ン
ク
方
式
の
導
入
、
②
民
事
上
の
争
い

に
つ
い
て
の
刑
墾
篭
訴
訟
季
臥
涜
に
お
け
る
鈴
鯉
鮮
な
か
豊
頁
記
官

一
一

一
一
一
一
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等
の
新
し
い
理
念
を
十
分
に
考
慮
し
、
利
用
し
や
す
い
制
監
督
に
加
え
、
保
佐
類
型
及
び
補
助
類
型
並
び
に
任
意
後
は
、
①
ビ
デ
ォ
リ
ン
ク
方
式
の
導
入
＄
②
民
事
上
の
争
い

度
と
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。
見
に
お
い
て
も
監
督
事
務
が
実
施
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
に
つ
い
て
の
刑
事
訴
訟
手
鏡
に
お
け
る
和
解
も
と
皆
記
官

事
務
に
影
響
を
一
及
ぼ
す
内
容
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
勝
に
、
作
業
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
″
椛
言
を
含
め
‐
菰
，
戯
産
熱
縮
事
儲
の
更
倉
．
患
磁
掻
、
隅
備

刑
事
訴
訟
手
続
に
お
い
て
和
解
の
手
続
が
行
わ
れ
た
場
合
４
各
種
事
件
の
増
加
と
書
記
官
事
務
に
つ
い
て
化
等
が
要
請
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
司
法
制
度
散

に
は
、
公
判
調
書
に
執
行
力
が
付
与
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
、
一
戸
川
企
画
調
査
部
長
執
行
・
倒
産
傳
件
等
各
種
事
件
革
審
議
会
に
お
い
て
も
、
民
事
執
行
制
度
の
在
り
方
が
論

刑
事
部
の
書
記
官
に
は
、
そ
の
後
の
執
行
文
付
与
を
見
据
の
増
加
に
対
処
す
る
方
策
に
つ
い
て
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。
点
と
さ
れ
る
な
ど
、
国
民
の
執
行
事
件
処
理
に
対
す
る
注

え
た
事
務
処
理
や
十
分
な
事
前
準
備
を
行
う
こ
と
な
ど
が
増
田
参
事
官
バ
ブ
ル
崩
壊
に
よ
る
経
済
不
況
に
よ
り
、
目
と
期
待
は
、
ま
す
ま
す
大
き
く
、
か
つ
、
厳
し
く
な
っ

期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。
平
成
三
年
以
降
や
大
都
市
部
の
裁
判
所
を
中
心
に
民
事
執
て
い
ま
す
。
‐

家
事
事
件
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
財
産
管
理
人
選
任
事
行
事
件
の
増
加
傾
向
が
続
い
て
お
り
、
不
動
産
執
行
事
件
一
方
、
破
産
事
件
に
つ
い
て
見
て
み
ま
す
と
、
景
気
の

件
の
事
務
処
理
態
勢
の
確
立
が
喫
緊
の
課
題
で
す
。
最
近
に
つ
い
て
見
ま
す
と
、
新
受
件
数
は
、
平
成
二
年
に
は
約
低
迷
に
伴
っ
て
平
成
八
年
度
か
ら
事
件
の
急
増
が
見
ら
れ
、

複
数
の
家
裁
に
お
い
て
、
家
裁
が
選
任
し
た
弁
護
士
で
あ
四
万
一
○
○
○
件
で
あ
っ
た
も
の
が
、
平
成
一
○
年
に
は
平
成
二
年
度
は
、
新
受
事
件
数
は
約
三
芳
八
○
○
○

る
相
続
財
産
管
理
人
が
、
相
続
財
産
を
横
領
す
る
と
い
う
約
七
万
九
○
○
○
件
と
な
っ
た
後
、
平
成
二
年
は
若
干
件
、
雫
成
八
年
度
に
比
べ
約
二
・
一
倍
と
な
り
、
未
済
事

不
祥
事
が
発
生
し
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
事
態
は
、
弁
護
《
減
少
し
て
、
約
七
万
五
○
○
○
件
と
な
り
ま
し
た
が
、
平
件
数
も
、
平
成
一
○
年
度
に
は
約
六
万
七
○
○
○
件
と
急

士
で
あ
る
相
続
財
産
管
理
人
の
非
違
行
為
に
よ
る
も
の
と
成
二
年
の
約
一
・
八
倍
と
依
然
と
し
て
高
い
水
準
で
す
。
激
に
増
加
し
ま
し
た
が
３
不
動
産
執
行
事
件
と
同
様
、
各

は
い
え
、
家
裁
に
お
い
て
も
、
十
分
な
監
督
態
勢
が
執
ら
”
未
済
事
件
数
は
、
平
成
二
年
に
は
約
五
万
九
○
○
○
件
で
庁
の
努
力
に
よ
っ
て
、
既
済
事
件
も
増
加
し
、
平
成
一
一

れ
て
い
た
か
な
ど
検
討
す
べ
き
こ
と
が
多
く
あ
る
と
考
え
あ
っ
た
も
の
が
、
平
成
一
○
年
に
は
約
一
二
万
九
○
○
○
年
度
は
、
既
済
事
件
数
が
約
二
一
万
九
○
○
○
件
（
未
済

ら
れ
ま
す
。
財
産
管
理
人
選
任
事
件
は
、
管
理
人
の
選
任
件
と
約
二
・
二
倍
に
ま
で
増
加
し
ま
し
た
が
、
各
庁
の
努
事
件
数
約
五
万
七
○
○
○
件
）
と
、
九
年
ぶ
り
に
既
済
事

審
判
に
よ
っ
て
家
裁
の
後
見
の
下
に
財
産
管
理
事
務
が
開
力
に
よ
っ
て
、
、
既
済
事
件
も
着
実
に
増
加
し
、
平
成
二
件
数
が
新
受
事
件
数
を
上
回
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

始
さ
れ
、
管
理
人
が
任
務
を
遂
行
し
：
そ
の
目
的
を
達
成
年
度
の
既
済
事
件
数
は
、
約
八
万
七
○
○
○
件
、
未
済
事
、
自
然
人
の
自
己
破
産
の
増
加
に
加
え
、
平
成
九
年
度
こ

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
完
結
す
る
の
で
す
が
、
こ
の
よ
う
に
件
数
は
、
約
二
万
七
○
○
○
件
と
、
未
済
事
件
数
を
前
ろ
か
ら
大
規
模
な
企
業
倒
産
事
件
が
増
加
し
つ
つ
あ
る
上
、

長
期
に
わ
た
る
財
産
管
理
事
務
を
遅
滞
な
く
行
う
た
め
に
年
か
ら
減
少
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
平
成
二
一
年
四
月
一
』
日
か
ら
施
行
さ
れ
た
民
事
再
生
法
の

は
ぺ
書
記
官
が
実
体
法
を
は
じ
め
執
行
手
続
や
破
産
手
続
今
後
も
灸
金
融
機
関
等
に
よ
る
不
良
債
権
処
理
の
動
向
運
用
の
在
り
方
や
今
後
の
倒
産
法
制
の
改
正
作
業
の
進
行

に
精
通
し
て
、
的
確
で
積
極
的
な
関
与
を
行
い
、
事
件
の
い
か
ん
に
よ
っ
て
は
、
新
受
事
件
数
の
増
加
も
予
想
さ
れ
と
あ
い
ま
っ
て
、
倒
産
事
件
の
処
理
の
在
り
方
が
景
気
対

進
行
管
理
を
図
る
こ
と
が
強
く
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
事
件
処
理
状
況
は
予
断
を
許
さ
な
い
策
に
関
わ
る
課
題
で
あ
る
と
い
う
見
方
が
さ
れ
て
き
て
い

少
年
事
件
に
関
し
て
は
、
少
年
法
等
の
改
正
に
関
す
る
状
況
で
す
。
る
ご
と
か
ら
、
近
時
、
執
行
事
件
に
劣
ち
ず
社
会
的
関
心

国
会
審
議
の
状
況
を
踏
ま
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
最
現
在
の
経
済
不
況
を
打
開
す
る
た
め
に
は
，
不
良
債
権
が
高
く
、
急
激
に
増
加
し
た
倒
産
事
件
の
処
理
が
滞
れ
ば
、

高
裁
と
し
て
も
、
適
宜
、
法
改
正
に
伴
う
少
年
審
判
規
則
の
実
質
処
理
と
不
動
産
取
引
の
再
活
性
化
を
図
る
こ
と
が
裁
判
所
全
体
の
姿
勢
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
ま

等
の
改
正
及
び
改
正
法
の
円
滑
な
運
用
に
向
け
て
の
準
備
重
要
な
課
題
と
さ
れ
、
各
界
か
ら
、
様
々
な
制
度
改
革
の
せ
ん
。

、
；

、
ノ

、一二

１
Ｊ

■
〃
■
日
日
日
届

２

望竺二一一

１
１ ﾛ
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こ
う
し
た
事
態
に
適
切
に
対
処
す
る
た
め
、
不
動
産
執

行
事
件
に
関
し
て
は
、
事
務
分
配
の
見
直
し
、
集
約
方
式

の
導
入
、
執
行
官
及
び
評
価
人
候
補
者
の
増
員
等
に
よ
る

事
務
処
理
態
勢
の
強
化
、
事
務
処
理
方
法
の
改
善
、
競
売

レ

の
特
殊
性
を
考
慮
し
た
市
場
の
ニ
ー
ズ
に
合
っ
た
最
低
売

却
価
額
の
決
定
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
な
ど
広
告
媒

体
の
拡
大
等
に
よ
る
売
却
率
の
向
上
等
、
各
庁
に
お
い
て

種
々
の
方
策
が
執
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

倒
産
事
件
に
つ
い
て
も
、
不
動
産
執
行
事
件
と
同
様
、

事
務
処
理
態
勢
及
び
事
務
処
理
方
法
の
改
善
、
充
実
が
図

ら
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
パ
ソ
コ
ン
の
大
幅
な
追
加
配
布
等
Ｏ
Ａ
化
に
よ

、
Ⅱ
咄
ゴ

る
事
務
の
効
率
化
も
推
進
し
て
き
た
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
こ
う
し
た
事
務
処
理
態
勢
の
整
備
等
に
加
え
、

執
行
、
倒
産
部
門
の
人
的
態
勢
の
充
実
強
化
を
図
る
た
め
、

職
員
配
置
の
見
直
し
は
も
と
よ
り
、
事
件
が
急
増
し
た
庁

に
対
す
る
必
要
な
入
的
手
当
て
と
し
て
、
本
年
度
も
昨
年

度
に
引
き
続
き
、
東
京
地
裁
な
ど
大
都
市
及
び
周
辺
部
の

裁
判
所
を
中
心
と
し
て
、
書
記
官
等
の
大
幅
な
人
員
の
手

当
て
を
行
う
と
と
も
に
、
執
行
事
件
に
つ
い
て
は
、
外
部

へ
の
委
託
が
可
能
な
業
務
の
外
部
委
託
を
実
施
し
た
と
こ

ろ
で
す
。

以
上
の
よ
う
に
拘
事
務
処
理
態
勢
等
の
整
備
、
充
実
、

Ｏ
Ａ
化
に
よ
る
事
務
の
効
率
化
と
と
も
に
、
人
的
手
当
て

に
よ
る
執
務
態
勢
の
充
実
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
滞
留
し

て
い
る
未
済
事
件
の
処
理
に
全
力
を
挙
げ
て
い
る
と
こ
ろ

に
つ
い
て
ば
一
年
と
一
す
る
１
０
－
部
の
事
件
書
漁
の
保
存

期
間
を
事
件
記
録
と
同
じ
く
五
年
に
短
縮
し
、
事
件
記
録

Ｑ
ｑ
０
。
。
ｅ
◆
令
②
。
叶
。
。
■
。
。
●
Ｆ
Ｄ
凸
ｏ
《
凸
』
・
泉
●
Ｄ
画
’
０
１
、
Ⅱ
夕
ロ
◇
『
皇
■
Ｆ
、
。
．

ノ

へ

１
裁
判
関
係
文
書
の
Ａ
判
横
書
き
化
の
検
討
状
況
等

‘
戸
川
企
画
調
査
部
長
裁
判
関
係
文
書
の
Ａ
判
横
書
き

化
に
伴
う
施
策
、
準
備
状
況
等
に
つ
い
て
お
聞
か
せ
く
だ

式
一
い
◎
増
田
参
事
官
現
在
、
平
成
一
三
年
一
月
一
日
施
行
予

定
の
裁
判
文
書
の
Ａ
４
判
横
書
き
化
に
向
け
て
、
準
備
作

業
を
進
め
て
い
ま
す
が
、
現
在
の
進
捗
状
況
は
次
の
と
お

り
で
す
。

ま
ず
、
Ａ
４
判
横
書
き
化
に
伴
い
、
こ
れ
ま
で
に
規
定

さ
れ
て
い
た
調
書
、
各
種
書
類
及
び
帳
簿
諸
票
の
様
式
に

つ
い
て
、
各
庁
の
御
意
見
を
踏
ま
え
、
必
要
な
見
直
し
を

行
い
、
順
次
通
達
等
を
発
出
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
ま

た
、
Ａ
４
判
横
書
き
化
へ
の
移
行
を
ス
ム
ー
ズ
に
行
う
た

め
に
、
移
行
期
の
記
録
の
編
成
方
法
葹
行
日
以
前
か
ら

Ｂ
判
縦
書
き
で
作
成
さ
れ
て
い
る
事
件
記
録
の
施
行
日
以

降
の
編
成
方
法
等
）
の
留
意
点
に
つ
い
て
本
年
五
月
に
事

務
連
絡
を
発
出
し
ま
し
た
。

な
お
、
期
日
進
行
管
理
プ
ロ
グ
ラ
ム
や
民
事
裁
判
事
務

処
理
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
印
刷
さ
れ
る
帳
票
に
つ
い
て
も

Ａ
４
判
横
書
き
化
に
対
応
し
た
書
式
を
検
討
中
で
あ
り
、

方
撒
、
裁
判
所
に
龍
出
、
侃
管
さ
壷
れ
る
書
類
（
例
ｌ
冒
頭

、
，
巡
書
、
判
決
原
本
、
公
判
調
書
）
に
つ
い
て
は
、
‐
保
管

》
Ｆ
、
ｃ
７
、
〃
、
Ｊ
今
肌
色
Ｉ
鯵
一
・
、
、
ノ
ー
・
と
ｘ
ｃ
－
３
二
一
一
司
に
い
帝
３
ワ
さ
・
り
し
。
，
。
Ｐ
少
一
画
フ
、

で
す
が
、
今
後
の
事
件
の
動
向
に
つ
い
て
十
分
な
注
意
を

払
う
と
と
も
に
、
執
行
事
件
及
び
倒
産
事
件
が
更
に
急
増

式
る
よ
う
な
事
態
に
な
れ
ば
、
必
要
に
応
じ
て
的
確
な
対

応
策
を
検
討
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

九
書
記
官
事
務
の
改
善
等
に
つ
い
て

－

、
一偶

ｒ
凸
■
■
リ
ー
リ
■
０
，
ｂ
５
Ｆ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

そ
の
他
の
参
考
と
な
る
書
式
と
共
に
示
し
た
い
と
考
え
て

い
ま
す
。

裁
判
事
務
能
率
器
具
に
つ
い
て
は
、
さ
き
に
Ａ
４
判
の

書
類
に
も
対
応
可
能
な
二
穴
パ
ン
チ
を
配
布
し
ま
し
た
が
、

こ
の
ほ
か
に
も
、
Ａ
判
横
書
き
化
施
行
に
向
け
て
、
各
種

消
耗
品
の
規
格
の
見
直
し
を
検
討
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

例
え
ば
、
事
件
記
録
用
ビ
ニ
ー
ル
表
紙
に
つ
い
て
は
、
従

来
の
使
い
や
す
さ
を
受
け
継
ぎ
つ
つ
、
大
型
化
す
る
記
録

〆

の
保
護
と
廃
棄
時
の
環
境
適
合
性
に
も
配
慮
し
て
、
素
材

を
ビ
ニ
ー
ル
か
ら
硬
質
の
ポ
リ
プ
ロ
ピ
レ
ン
に
変
更
し
た

「
事
件
記
録
用
フ
ァ
イ
ル
」
を
新
た
に
作
製
し
、
従
来
ビ

ニ
ー
ル
表
紙
を
配
布
し
て
い
な
か
っ
た
一
定
の
事
件
に
つ

い
て
も
配
布
す
る
予
定
で
す
。

２
最
近
実
施
さ
れ
た
書
記
官
事
務
の
改
善
方
策
に
つ

い
て
‐

戸
川
企
画
調
査
部
長
最
近
実
施
さ
れ
た
書
記
官
事
務

に
関
す
る
改
善
方
策
等
に
つ
い
て
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

増
田
参
事
官

①
事
件
記
録
等
保
存
規
定
等
の
見
直
し

昨
年
八
月
、
昭
和
三
九
年
最
高
裁
判
所
規
程
第
八
号

「
事
件
記
録
等
保
存
規
程
］
及
び
平
成
四
年
二
月
七
日
付

け
最
高
裁
総
三
第
八
号
事
務
総
長
依
命
通
達
「
事
件
記
録

等
保
存
規
程
の
運
用
に
つ
い
て
」
を
改
正
し
、
保
存
期
間

の
見
直
し
を
行
い
ま
し
た
。
こ
の
改
正
の
要
点
は
、
①
事

件
記
録
の
保
存
期
間
を
原
則
と
し
て
一
律
五
年
と
す
る
。

た
だ
し
、
家
事
事
件
中
‐
子
の
氏
の
変
更
許
可
申
立
事
件

竺全

測
口
．
●
々
・
・
可
．

丁
マ

曝
峨
一
一
悪
呼
ｌ
‐

一口一一や－曇Fー一一

ー．T

一 一一 ．－．一二」
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に
つ
い
て
は
一
年
と
す
る
‐
②
一
部
の
事
件
書
漁
の
保
存

期
間
を
事
件
記
録
と
同
じ
く
五
年
に
短
縮
し
、
事
件
記
録

か
ら
分
離
す
る
こ
と
な
く
廃
棄
で
き
る
も
の
と
す
る
、
と

い
う
も
の
で
す
。

今
回
の
改
正
に
つ
い
て
、
総
務
局
の
担
当
係
に
は
、
現

場
か
ら
好
意
的
な
意
見
が
多
く
寄
せ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に

聞
い
て
い
ま
す
。
ま
た
へ
こ
の
改
正
に
よ
り
、
今
年
は
相

当
数
の
廃
棄
記
録
が
発
生
す
る
結
果
と
な
り
、
記
録
係
を

は
じ
め
と
す
る
書
記
官
の
方
は
大
変
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

三
年
程
度
の
期
間
を
か
け
て
計
画
的
に
廃
棄
す
る
な
ど
か

各
庁
で
工
夫
し
て
や
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま

す
。

、

③
刑
事
事
件
に
関
す
る
書
類
の
契
印
の
取
扱
い
等
の

、
見
直
し

裁
判
文
書
の
契
印
に
つ
い
て
は
、
か
ね
て
か
ら
裁
判
所

の
内
外
か
ら
廃
止
を
求
め
る
要
望
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
、
裁

判
の
適
正
を
損
な
う
こ
と
な
く
裁
判
事
務
の
簡
素
化
及
び

合
理
化
を
図
る
と
と
も
に
、
裁
判
所
を
利
用
武
る
国
民
の

負
担
軽
減
を
図
る
と
の
観
点
か
ら
、
民
事
事
件
、
行
政
事

件
及
び
家
事
事
件
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
年
四
月
一
日

か
ら
見
直
し
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
同
様
の
趣
旨

か
ら
、
同
年
一
二
月
一
日
に
刑
事
訴
訟
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則
（
平
成
三
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
九
号
）

が
公
布
さ
れ
、
刑
事
事
件
に
つ
い
て
も
契
印
の
見
直
し
が

本
年
一
月
一
日
か
ら
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。

刑
事
事
件
に
関
す
る
契
印
の
取
扱
い
の
基
本
的
な
考
え

に
よ
る
執
務
態
勢
の
充
実
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
滞
留
し

Ｑ

て
い
る
夫
磨
暑
争
件
の
処
理
に
全
心
刀
を
挙
げ
て
い
る
と
こ
ろ

〆へ、
ﾉ・

（ ノ
方
は
、
裁
判
所
に
提
出
、
際
管
き
れ
る
書
類
《
例
・
Ｉ
冒
顛

陳
述
書
へ
判
決
原
本
、
公
判
調
書
）
に
つ
ゞ
い
て
は
、
保
管

義
務
の
あ
る
者
に
よ
っ
て
厳
重
に
保
管
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、

契
印
又
は
契
印
に
準
ず
る
措
置
を
不
要
と
し
、
裁
判
所
か

ら
裁
判
所
外
の
者
に
渡
さ
れ
る
裁
判
書
、
調
書
又
は
そ
れ

ら
の
謄
本
若
し
く
は
抄
本
（
例
Ｉ
令
状
、
裁
判
書
謄
本
）

に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
書
類
が
裁
判
所
外
で
用
い
ら
れ

る
際
の
重
要
性
に
か
ん
が
み
、
契
印
等
を
要
す
る
こ
と
と

す
る
も
の
で
す
。
な
お
、
少
年
保
護
事
件
等
に
関
す
る
書

類
の
契
印
の
取
扱
い
も
同
様
で
す
。
こ
の
見
直
し
に
伴
っ

貢
昭
和
六
三
年
三
月
一
八
日
付
け
最
高
裁
総
三
第
一
二

号
事
務
総
長
通
達
「
契
印
に
準
ず
る
措
置
に
関
す
る
事
務

の
取
扱
い
に
つ
い
て
」
の
ほ
か
、
契
印
に
関
寸
る
定
め
を

行
っ
て
い
る
通
達
に
つ
い
て
、
所
要
の
改
正
が
行
わ
れ
ま

し
た
。
次
に
、
公
務
員
の
書
類
の
訂
正
に
つ
い
て
は
、
加
削
字

数
を
記
載
す
る
こ
と
を
要
せ
ず
、
訂
正
し
た
範
囲
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
／
そ
の
具
体
的
な
方

法
等
を
定
め
た
平
成
二
年
一
二
月
九
日
付
け
最
高
裁
刑

二
第
二
九
九
号
刑
事
局
長
、
家
庭
局
長
、
総
務
局
長
事
務

取
扱
通
達
「
刑
事
訴
訟
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の

施
行
に
伴
う
書
類
の
訂
正
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」
が
発
出

さ
れ
ま
し
た
。

書
記
官
の
皆
さ
ん
方
に
は
、
今
回
の
取
扱
い
の
見
直
し

の
趣
旨
等
を
十
分
御
理
解
の
上
、
日
常
の
執
務
に
当
た
っ

て
く
だ
さ
い
。

処
理
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
印
刷
さ
れ
る
帳
票
に
つ
い
て
も
件
記
録
の
保
存
期
間
を
原
則
と
し
て
一
律
五
年
と
す
る
。

Ａ
４
判
横
書
き
化
に
対
応
し
た
書
式
を
検
討
中
で
あ
り
、
た
だ
し
、
家
事
事
件
中
、
子
の
氏
の
変
更
許
可
申
立
蝋
件

I

■ ，

1 0

、_ノ

３
そ
の
他

戸
川
企
画
調
箇
部
長
書
記
官
事
務
に
関
係
す
る
執
務

資
料
等
の
刊
行
予
定
及
び
計
画
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
ｂ

増
田
参
事
宮
昨
年
の
座
談
会
で
も
紹
介
し
ま
し
た
よ

う
に
、
供
述
録
取
事
務
に
関
す
る
参
考
資
料
と
し
て
、

「
建
築
・
土
木
・
測
量
関
係
事
件
専
門
用
語
等
参
考
資
料
」

Ｐ

(座談会風景）

f
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を
本
年
三
月
に
刊
行
し
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
耳
慣
れ
な
い
専
門
用
語
や
業
界
用
語
が
使
用

さ
れ
る
こ
と
の
多
い
建
築
６
土
木
・
測
量
に
関
す
る
事
件

の
専
門
用
語
を
収
録
し
た
も
の
で
す
。
こ
の
資
料
は
、
各

裁
判
所
、
裁
判
所
速
記
官
等
の
職
員
及
び
速
記
部
同
窓
会

が
収
集
し
た
用
語
を
提
供
し
て
い
た
だ
い
て
編
集
し
た
も

の
で
す
が
、
速
記
官
だ
け
で
な
く
書
記
官
に
と
っ
て
も
有

用
な
も
の
と
考
え
ま
す
の
で
、
供
述
録
取
事
務
の
参
考
に

し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

な
お
、
今
回
配
布
し
た
「
建
築
・
土
木
・
測
量
関
係
事

件
専
門
用
語
等
参
考
資
料
」
に
つ
い
て
の
感
想
、
今
後
の

要
望
等
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
是
非
お
寄
せ
い
た
だ
き
た
い

と
考
え
て
い
ま
す
。

職
場
に
お
け
る
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
に
つ
い
て

戸
川
企
画
調
査
部
長
職
場
に
お
け
る
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル

ス
対
策
に
つ
い
て
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

味
方
参
事
官
ｊ
我
が
国
で
は
、
社
会
経
済
情
勢
の
悪
化

や
テ
ク
ソ
ス
ト
レ
ス
に
象
徴
さ
れ
る
社
会
の
複
雑
高
度
化

な
ど
に
よ
っ
て
、
ス
ト
レ
ス
が
た
ま
り
や
す
い
環
境
に
な
っ

て
き
て
お
り
、
そ
れ
に
伴
っ
て
メ
之
夕
ル
ヘ
ル
ス
の
重
要

性
が
強
く
説
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
裁
判

所
で
も
同
様
の
傾
向
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い

す
の
で
‐
引
き
競
い
了
全
国
曹
協
に
御
支
援

よ
う
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

る
こ
と
か
ら
、
職
員
の
健
康
管
理
対
策
の
中
で

ル
ハ
ル
ス
対
坐
兼
に
力
を
入
れ
て
、
具
依
鯏
的
に

○

そ
の
他

を
賜
り
ま
す

腓
砺
次
の
よ
諺
７

も
メ
ン
タ

な
対
策
を
講
じ
て
き
て
い
ま
す
。

㈹
最
高
裁
及
び
高
裁
所
在
地
の
裁
判
所
に
お
け
る
外

部
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
に
よ
る
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
実
施

及
び
各
庁
に
お
け
る
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
会
の
実
施

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
に
関
し
て
は
、
カ
ウ
ズ
セ
リ
ン
グ
や

精
神
医
学
上
の
専
門
知
識
が
必
要
と
な
る
こ
と
が
多
い
こ

と
か
ら
、
最
高
裁
及
び
高
裁
所
在
地
の
裁
判
所
で
は
、
外

部
の
専
門
の
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
に
よ
る
定
期
的
な
カ
ウ
ン
セ

リ
ン
グ
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
各
庁
に
お
い
て
も
カ
ウ

ン
セ
リ
ン
グ
会
を
順
次
実
施
し
て
き
て
い
ま
す
。
メ
ン
タ

ル
ヘ
ル
ス
対
策
で
は
、
職
場
の
上
司
や
同
僚
の
早
期
の
適

切
な
対
応
が
重
要
に
な
っ
て
き
ま
す
の
で
、
メ
ン
タ
ル
ヘ

ル
ス
に
悩
む
職
員
本
人
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
傾

向
の
見
ら
れ
る
職
員
を
抱
え
る
職
場
の
上
司
や
同
僚
の
方
々

も
、
積
極
的
に
利
用
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
て
い
ま

す
。
②
各
庁
に
お
け
る
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
に
関
す
る
講
習

会
の
実
施
及
び
中
央
研
修
・
委
嘱
研
修
に
お
け
る
メ

ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
に
関
す
る
講
義
の
実
施

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策
で
は
、
早
期
発
見
早
期
対
応
が

基
本
と
な
り
ま
す
が
、
そ
の
た
め
に
は
、
職
員
に
メ
ン
タ

ル
ヘ
ル
ス
に
対
す
る
正
し
い
認
識
と
理
解
を
持
っ
て
も
ら

う
こ
と
が
重
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。
そ
こ
で
、
各
庁
で
メ

ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
に
対
す
る
講
習
会
を
順
次
実
施
し
て
き
て

い
ま
す
。
ま
た
、
中
間
管
理
者
研
修
（
事
務
局
）
、
．
（
裁

判
部
）
等
の
中
央
研
修
や
新
慨
用
職
員
研
修
（
委
嘱
研
惨
）

、
○
７
●
■

一

、
、

ノ で
も
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
に
関
す
る
講
義
を
実
施
し
て
い
ま

す
。
側
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
に
関
す
る
資
料
送
付
に
つ
い
て

》
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
に
関
し
て
は
、
①
、
②
の
ほ
か
に
も

健
康
管
理
事
務
担
当
者
の
日
ご
ろ
の
健
康
指
導
や
職
員
自

身
に
よ
る
健
康
管
理
に
役
立
つ
資
料
が
必
要
で
す
。
平
成

九
年
度
に
「
公
務
員
の
た
め
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
の
基
礎

知
識
」
及
び
「
公
務
員
の
た
め
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
ハ
ン

ド
ブ
ッ
ク
」
を
、
ま
た
、
平
成
二
年
度
か
ら
人
事
院
作

成
の
「
こ
ご
ろ
の
相
談
室
」
を
送
付
し
て
い
ま
す
の
で
活

用
し
て
く
だ
さ
い
。

以
上
の
よ
う
な
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策
を
今
後
も
推
し

進
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
Ｄ

戸
川
企
画
調
査
部
長
こ
れ
を
も
ち
ま
し
て
お
聞
き
し

た
い
こ
と
が
終
了
し
ま
し
た
の
で
、
進
行
役
を
下
ろ
さ
せ

‐
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
た
。

青
野
総
務
部
長
以
上
を
も
ち
ま
し
て
、
座
談
会
を
終

了
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
閉
会
に
当
た
り
、
櫻
井
会
長

か
ら
ご
あ
い
さ
つ
を
申
し
上
げ
ま
す
。

櫻
井
会
長
簡
潔
な
お
話
を
お
伺
い
い
た
し
ま
し
て
、

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
書
記
官
の
権
限
が
増
し
て

お
り
ま
す
今
日
、
こ
れ
が
仕
事
の
や
り
が
い
に
結
び
付
い

て
い
く
こ
と
に
な
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
〃
そ
の
た
め
に
は
、

書
記
官
各
人
が
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
能
力
を
身
に
つ
け

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
全
国
害
協
は
、
書
記
官
の
能
力

の
底
上
げ
の
た
め
に
力
を
尽
く
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま

Ｆ
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Ｆ
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す
の
で
、
引
き
続
い
て
全
国
垂
日
協
に

本
日
は
、
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご

よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

タ

ざ
い
ま
し
た
。

御
支
援
を
》
賜
り
ま
す
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